
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

規　
　
　

則

〇
教
育
委
員
会
等
へ
の
事
務
の
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

　

る
規
則 

（
人　

事　

課
）　

　

一

〇
職
員
等
の
旅
費
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（　
　

同　
　

）　

　

一

〇
県
職
員
宿
舎
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
職
員
厚
生
課
）　

一
三

〇
私
立
学
校
法
等
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
私
学
文
書
課
）　

一
三

〇
企
業
立
地
促
進
の
た
め
の
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則 

（
税　

務　

課
）　

一
五

〇
申
請
等
の
受
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
受
理
す
る
申
請
等
の
範

　

囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
市
町
村
課
）　

一
八

〇
防
災
行
政
無
線
の
管
理
及
び
運
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
危
機
対
策
課
）　

一
九

訓　

令　

甲

〇
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
規
程 

（
人　

事　

課
）　

二
〇

〇
附
属
機
関
の
役
職
に
充
て
る
職
員
の
指
定
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（　
　

同　
　

）　

二
三

〇
特
別
の
資
格
又
は
職
名
を
有
す
る
職
員
の
任
命
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

　

訓
令 

（　
　

同　
　

）　

二
三

〇
保
健
所
の
職
員
の
任
命
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（　
　

同　
　

）　

二
三

〇
単
純
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（　
　

同　
　

）　

二
三

〇
職
員
等
の
旅
費
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（　
　

同　
　

）　

二
四

〇
職
員
被
服
等
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（　
　

同　
　

）　

二
四

〇
勤
務
時
間
の
特
例
を
必
要
と
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正

　

す
る
訓
令 

（　
　

同　
　

）　

二
五

〇
職
員
と
事
業
者
等
と
の
間
に
お
け
る
行
為
に
関
す
る
規
程 

（
行
政
管
理
室
）　

二
五

〇
地
方
行
政
連
絡
調
整
会
議
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（
行
政
経
営
推
進
課
）　

二
九

〇
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（
私
学
文
書
課
）　

三
〇

〇
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（　
　

同　
　

）　

三
五

告　
　
　

示

〇
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
及
び
県
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
設
置
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る

　

告
示 

（
県
政
情
報
公
開
室
）　

三
六

規　
　
　

則

　

教
育
委
員
会
等
へ
の
事
務
の
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
三
十
九
号

　
　
　

教
育
委
員
会
等
へ
の
事
務
の
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

教
育
委
員
会
等
へ
の
事
務
の
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
宮
城
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
の
表
教
育
委
員
会
の
地
方
機
関
及
び
教
育
機
関
の
長
の
項
第
二
号
中
「
債
務
負
担
行
為
に
基
づ
く
」
を
「
地

方
自
治
法
第
二
百
十
四
条
に
規
定
す
る
債
務
負
担
行
為
（
以
下
「
債
務
負
担
行
為
」
と
い
う
。）
に
基
づ
き
、
又
は
同

法
第
二
百
三
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
行
う
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
の
表
警
察
署
長
の
項
第
三
号
中
「
債
務
負
担
行
為
に
基
づ
く
」
を
「
債
務
負
担
行
為
に
基
づ
き
、
又
は
地
方

自
治
法
第
二
百
三
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
行
う
」
に
改
め
る
。

　

第
五
条
第
一
項
第
二
号
中
「
歳
出
予
算
」
の
下
に
「
に
基
づ
く
事
務
」
を
加
え
、「
基
づ
く
」
を
「
基
づ
き
、
又
は

地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
行
う
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
信
託
法
（
大
正
十
一

年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
六
十
六
条
」
を
「
公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
（
大
正
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
一
条
」

に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

職
員
等
の
旅
費
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
四
十
号

（1）　 平成20年３月31日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第９号　　 
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職
員
等
の
旅
費
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

職
員
等
の
旅
費
支
給
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

前
項
に
定
め
る
旅
行
命
令
票
等
は
、
当
該
旅
行
命
令
票
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
（
電
子

的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ

て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
も
つ
て
、
当
該
旅
行
命
令

票
等
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
六
条
第
一
項
第
三
号
イ
中
「
宮
城
県
旅
行
路
程
図
（
別
表
第
三
）
に
掲
げ
る
」
を
「
大
字
の
区
域
ご
と
に
知
事
が

定
め
る
地
点
（
一
の
大
字
の
区
域
内
に
当
該
地
点
が
複
数
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
在
勤
地
外
旅
行
の
出
発
箇
所
又
は
目

的
箇
所
に
最
も
近
い
も
の
）
を
一
般
に
利
用
し
う
る
最
短
の
経
路
で
結
ぶ
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
日
本
郵
政
公
社
の

調
に
係
る
郵
便
線
路
図
に
掲
げ
る
」
を
「
地
方
公
共
団
体
の
長
そ
の
他
当
該
路
程
の
計
算
に
つ
い
て
信
頼
す
る
に
足
る

者
に
よ
り
証
明
さ
れ
た
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
三
号
イ
」
に
、「
同

項
」
を
「
こ
れ
ら
」
に
、「
地
方
公
共
団
体
の
長
又
は
当
該
路
程
の
計
算
に
つ
い
て
信
頼
す
る
に
足
る
者
の
証
明
に
よ

り
、
路
程
を
」
を
「
同
項
第
三
号
ロ
の
規
定
に
準
じ
て
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
前
項
」

を
「
第
一
項
第
三
号
」
に
、「
飛
行
場
を
も
」
を
「
飛
行
場
を
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項

中
「
前
二
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
前
五
項
」
を
「
前
各
項
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
す
る
。

　

第
八
条
第
二
項
中
「
別
表
第
四
」
を
「
別
表
第
三
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。

２　

前
項
に
定
め
る
旅
費
請
求
書
は
、
当
該
旅
費
請
求
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
も
つ
て
、

当
該
旅
費
請
求
書
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
十
一
条
中
「
別
表
第
五
」
を
「
別
表
第
四
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
（
そ
の
一
の
一
）
か
ら
別
表
第
二
（
そ
の
二
）
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号外第９号　平成20年３月31日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）



（3）　 平成20年３月31日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第９号　　 
別
表
第
二
（
そ
の
１
の
１
）（
第
５
条
，
第
８
条
関
係
）



号外第９号　平成20年３月31日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （4）

別表第二（その１の２）（第５条，第８条関係）



（5）　 平成20年３月31日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第９号　　 



号外第９号　平成20年３月31日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （6）
別
表
第
二
（
そ
の
２
）（
第
５
条
，
第
８
条
関
係
）



　

別
表
第
二
（
そ
の
三
）
を
別
表
第
二
（
そ
の
三
の
一
）
と
し
、
同
表
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

 

 

（7）　 平成20年３月31日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第９号　　 



号外第９号　平成20年３月31日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （8）

別表第二（その３の２）（第５条，第８条関係）



　

別
表
第
二
（
そ
の
四
）
を
別
表
第
二
（
そ
の
四
の
二
）
と
し
、
別
表
第
二
（
そ
の
三
の
二
）
の
次
に
次
の
一
表
を
加

え
る
。

 

 

（9）　 平成20年３月31日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第９号　　 



号外第９号　平成20年３月31日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （10）

別表第二（その４の１）（第５条，第８条関係）



　

別
表
第
二
（
そ
の
五
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

 

（11）　 平成20年３月31日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第９号　　 



号外第９号　平成20年３月31日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （12）

別表第二（その５）（第５条，第８条関係）



　

別
表
第
三
を
削
り
、
別
表
第
四
を
別
表
第
三
と
し
、
別
表
第
五
を
別
表
第
四
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
後
の
職
員
等
の
旅
費
支
給
規
則
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）
以
後

に
出
発
す
る
旅
行
及
び
施
行
日
前
に
出
発
し
、
か
つ
、
施
行
日
以
後
に
完
了
す
る
う
ち
施
行
日
以
後
の
期
間
に
対
応

す
る
分
に
つ
い
て
適
用
し
、
当
該
旅
行
の
う
ち
施
行
日
前
の
期
間
に
対
応
す
る
分
及
び
施
行
日
前
に
完
了
し
た
旅
行

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

県
職
員
宿
舎
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
四
十
一
号

　
　
　

県
職
員
宿
舎
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

県
職
員
宿
舎
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
四
条
第
四
項
第
一
号
中
「
百
六
十
六
円
」
を
「
自
動
車
の
保
管
場
所
と
し
て
貸
与
す
る
部
分
の
面
積
が
十
二
平

方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
百
六
十
六
円
、十
二
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
二
百
四
十
円
」

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
百
五
十
円
」
を
「
自
動
車
の
保
管
場
所
と
し
て
貸
与
す
る
部
分
の
面
積
が
十
二
平
方
メ
ー

ト
ル
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
百
五
十
円
、
十
二
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
二
百
十
六
円
」
に
改
め
る
。

　

附
則
第
七
項
中
「
平
成
十
八
年
四
月
一
日
に
お
い
て
」
を
削
り
、「
寮
（
有
料
宿
舎
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
か
ら
附

則
第
九
項
ま
で
同
じ
。）」
を
「
有
料
宿
舎
」
に
改
め
、「
同
日
以
後
に
」
を
削
り
、「
同
条
第
一
項
第
六
号
の
」
の
下
に

「
入
居
期
間
又
は
」
を
加
え
、「
当
該
寮
」
を
「
当
該
有
料
宿
舎
」
に
改
め
る
。

　

附
則
第
八
項
中
「
第
二
十
一
条
第
一
項
第
六
号
の
」
の
下
に
「
入
居
期
間
又
は
」
を
加
え
、「
寮
」
を
「
有
料
宿
舎
」

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
か
ら
一
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
期
間
」
を
「
以
降
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
を
削
る
。

　

附
則
第
九
項
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

私
立
学
校
法
等
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
四
十
二
号

　
　
　

私
立
学
校
法
等
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

私
立
学
校
法
等
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
三
年
宮
城
県
規
則
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
一
項
中
「
日
本
標
準
産
業
分
類
（
平
成
五
年
総
務
庁
告
示
第
六
十
号
）」
を
「
日
本
標
準
産
業
分
類
（
平

成
十
九
年
総
務
省
告
示
第
六
百
十
八
号
）」
に
、「
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
属
す
る
事
業
」
を
「
に
掲
げ
る
も
の
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
風
俗
営
業
に
該

当
し
、
又
は
風
俗
営
業
」
を
「
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第

百
二
十
二
号
）
に
規
定
す
る
営
業
及
び
こ
れ
ら
」
に
改
め
、
同
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

　

五　

当
該
学
校
法
人
の
設
置
す
る
学
校
の
教
育
に
支
障
の
あ
る
も
の

　

第
四
条
中
第
三
項
を
第
二
項
と
し
、
第
四
項
を
削
る
。

　

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
（
第
四
条
関
係
）

　

一　

農
業
、
林
業

　

二　

漁
業

　

三　

鉱
業
、
採
石
業
、
砂
利
採
取
業              　

　

四　

建
設
業

　

五　

製
造
業
（
武
器
製
造
業
を
除
く
。）

　

六　

電
気
・
ガ
ス
・
熱
供
給
・
水
道
業

　

七　

情
報
通
信
業

　

八　

運
輸
業
、
郵
便
業

　

九　

卸
売
業
、
小
売
業

　

十　

金
融
業
、
保
険
業
（
保
険
媒
介
代
理
業
及
び
保
険
サ
ー
ビ
ス
業
に
限
る
。）

　

十
一　

不
動
産
業
、
物
品
賃
貸
業
（
建
物
売
買
業
、
土
地
売
買
業
を
除
く
。）

　

十
二　

学
術
研
究
、
専
門
・
技
術
サ
ー
ビ
ス
業

　

十
三　

宿
泊
業
、
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業

　

十
四　

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
、
娯
楽
業
（
遊
戯
場
を
除
く
。）

　

十
五　

教
育
、
学
習
支
援
業

　

十
六　

医
療
、
福
祉

　

十
七　

複
合
サ
ー
ビ
ス
事
業

　

十
八　

サ
ー
ビ
ス
業
（
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）

（13）　 平成20年３月31日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第９号　　 



　

別
表
第
二
様
式
第
六
号
の
項
中
「
盲
学
校
（ 
聾 
学
校
、
養
護
学
校
）
小
学
部
（
中
学
部
、
高
等
部
、
幼
稚
部
）
設
置

ろ
う

認
可
申
請
書
」
を
「
特
別
支
援
学
校
幼
稚
部
（
小
学
部
、
中
学
部
、
高
等
部
）
設
置
認
可
申
請
書
」
に
改
め
、
同
表
様

式
第
七
号
の
項
中
「
盲
学
校
（ 
聾 
学
校
、
養
護
学
校
）
小
学
部
（
中
学
部
、
高
等
部
、
幼
稚
部
）
廃
止
認
可
申
請
書
」

ろ
う

を
「
特
別
支
援
学
校
幼
稚
部
（
小
学
部
、
中
学
部
、
高
等
部
）
廃
止
認
可
申
請
書
」
に
改
め
、
同
表
様
式
第
八
号
の
項

中
「
盲
学
校
（ 
聾 
学
校
、
養
護
学
校
）
高
等
部
通
信
教
育
開
設
認
可
申
請
書
」
を
「
特
別
支
援
学
校
高
等
部
通
信
教
育

ろ
う

開
設
認
可
申
請
書
」
に
改
め
、
同
表
様
式
第
九
号
の
項
中
「
盲
学
校
（ 
聾 
学
校
、
養
護
学
校
）
高
等
部
通
信
教
育
廃
止

ろ
う

認
可
申
請
書
」
を
「
特
別
支
援
学
校
高
等
部
通
信
教
育
廃
止
認
可
申
請
書
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
一
号
中
「第

82   条
の
８
第
１
項

 

第
83   条
第
２
項

」
を
「第

130

   条
第
１
項

 

第
134

   条
第
２
項

」
に
、「身
分

証
明
書

」
を
「誓

約
書
又
は
宣
誓
書

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
二
号
中
「第

82   条
の
８
第
１
項

 

第
83   条
第
２
項

」
を
「第

130

   条
第
１
項

 

第
134

   条
第
２
項

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
五
号
中
「第

82   条
の
８
第
１
項

 
 第

83   条
第
２
項

」
を
「第

130

   条
第
１
項

 

第
134

   条
第
２
項

」
に
、「身

分
証
明
書

」
を
「誓

約
書
又
は
宣
誓
書

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
六
号
中
「盲

学
校

（

養
護
学
校

）小
学
部

（中
学
部

 

高
等
部

 

幼
稚
部

）設
置
認
可
申
請
書

」

を
「特

別
支
援
学
校
幼
稚
部

（小
学
部

 

中
学
部

 

高
等
部

）設
置
認
可
申
請
書

」
に
、「に

小
学
部

（中
学
部

 

高

等
部

 

幼
稚
部

）」
を
「に

幼
稚
部

（小
学
部

 

中
学
部

 

高
等
部

）」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
七
号
中
「盲

学
校

（　
　
　
　

養
護
学
校

）小
学
部

（中
学
部

 

高
等
部

 

幼
稚
部

）廃
止
認
可
申
請
書

」

を
「特

別
支
援
学
校
幼
稚
部

（小
学
部

 

中
学
部

 

高
等
部

）廃
止
認
可
申
請
書

」
に
、「の

小
学
部

（中
学
部

 

高

等
部

 

幼
稚
部

）」
を
「の

幼
稚
部

（小
学
部

 

中
学
部

 

高
等
部

）」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
八
号
中
「盲

学
校

（　
　
　
　

養
護
学
校

）高
等
部
通
信
教
育
開
設
認
可
申
請
書

」
を
「特

別
支
援
学
校
高

等
部
通
信
教
育
開
設
認
可
申
請
書

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
九
号
中
「盲

学
校

（

養
護
学
校

）高
等
部
通
信
教
育
廃
止
認
可
申
請
書

」
を
「特

別
支
援
学
校
高

等
部
通
信
教
育
廃
止
認
可
申
請
書

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
一
号
中
「第

83   条
第
２
項

」
を
「第

134

   条
第
２
項

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
二
号
中
「第

82   条
の
８
第
１
項

」
を
「第

130

   条
第
１
項

」
に
、「身

分
証
明
書

」
を
「誓

約
書
又
は
宣
誓

書

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
三
号
及
び
様
式
第
十
四
号
中
「第

82   条
の
８
第
１
項

」
を
「第

130

   条
第
１
項

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
二
十
一
号
中
「第

82   条
の
11   第
１
項

」
を
「第

133

   条
第
１
項

」
に
、「第

83   条
第
２
項

」
を
「第

134

   条
第
２

項

」
に
、

 

を

，
，

，
，

，
，

，
，

，
，

，

，
，

，

，
，

，
，

，

，
，

，

 

に
改
め
る
。

　

様
式
第
二
十
三
号
か
ら
様
式
第
二
十
五
号
ま
で
の
様
式
中
「第

82   条
の
９

」
を
「第

131

   条

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
二
十
七
号
中
「第

82   条
の
９

」
を
「第

131

   条

」
に
改
め
、

 

を　
　
　
　
　
　

 

に
改

め
る
。

号外第９号　平成20年３月31日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （14）

「
５
　
履
歴
書
，
教
育
職
員
免
許
状
の
写
し
（
教
育
職
員
免
許
状
を
有
し
て
い
な
い
者
は
，
身
分
証
明
書
）
及
び
　

　
　
資
質
を
証
す
る
書
面
（
学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
９
条
の
２
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
採
用
さ
れ
た
者
に
限

　
　
る
。） 

」

「
５
　
添
付
書
類

　
　
�
　
教
職
員
免
許
証
を
有
し
て
い
る
者

　
　
　
　
履
歴
書
，
教
育
職
員
免
許
状
の
写
し

　
　
�
　
教
職
員
免
許
証
を
有
し
て
い
な
い
者

　
　
　
　
履
歴
書
，
誓
約
書
又
は
宣
誓
書
，
資
質
を
証
す
る
書
面
（
学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
９
条
の

　
　
　
２
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
採
用
さ
れ
た
者
に
限
る
。） 

 」

「
３
　
校
地
変
更
面
積
表

　

変
更
後
面
積
㎡

変
　
更
　
面
　
積

現
有
面
積
㎡

 区
　
　
　
分

計
㎡

減
少
分
㎡

増
加
分
㎡

校
舎
等
建
築
面
積

運
動
場

そ
の
他

」
計

「
３
　
校
地
変
更
面
積
表

う
ち
共
用

面
積
　
㎡

変
更
後
面
積
㎡

変
　
更
　
面
　
積

現
有
面
積
㎡

区
　
　
　
分

計
㎡

減
少
分
㎡

増
加
分
㎡

校
舎
等
建
築
面
積

運
動
場

そ
の
他

」
計

 聾
 学
校
，

ろ
う

 聾
 学
校
，

ろ
う

 聾
 学
校
，

ろ
う

 聾
 学
校
，

ろ
う



　

様
式
第
二
十
八
号
中
「第

82   条
の
９

」
を
「第

131

   条

」
に
改
め
、

 

を　
　
　
　
　

 

に
改

め
る
。

　

様
式
第
三
十
二
号
中
「第

82   条
の
９

」
を
「第

131

   条

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
三
十
四
号
中
「身

分
証
明
書

」
を
「誓

約
書
又
は
宣
誓
書

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
三
十
九
号
及
び
様
式
第
四
十
号
中
「第

82   条
の
９

」
を
「第

131

   条

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
四
十
一
号
中

 

を　
　
　
　

 

に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
前
に
認
可
し
た
寄
附
行
為
に
係
る
収
益
事
業
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

企
業
立
地
促
進
の
た
め
の
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
四
十
三
号

　
　
　

企
業
立
地
促
進
の
た
め
の
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

（15）　 平成20年３月31日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第９号　　 

「
３
　
校
舎
等
変
更
面
積
表
 

室
　
数

変
更
後
面
積
㎡

変
　
更
　
面
　
積

現
有
面
積
㎡

区
　
　
　
分

計
㎡

減
少
分
㎡

増
加
分
㎡

教
室

職
員
室

保
健
室

便
所

そ
の
他計

テ
ラ
ス
，
ピ
ロ

テ
イ
等

」
合
計

「
３
　
校
舎
等
変
更
面
積
表
 

室
　
数

う
　
ち

共
　
用

面
積
㎡

変
更
後
面
積
㎡

変
　
更
　
面
　
積

現
有
面
積
㎡

区
　
　
　
分

計
㎡

減
少
分
㎡

増
加
分
㎡

教
室

遊
戯
室

職
員
室

保
健
室

便
所

そ
の
他計

テ
ラ
ス
，
ピ
ロ

テ
イ
等

」
合
計

「
３
　
採
用
者
（
教
頭
並
び
に
専
修
学
校
及
び
各
種
学
校
の
教
員
に
限
る
。）の
履
歴
書
及
び
教
育
職
員

　
　
免
許
状
の
写
し
（
教
育
職
員
免
許
状
を
有
し
て
い
な
い
者
は
，
身
分
証
明
書
）

　
４
　
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類
 

」

「
３
　
採
用
者
の
履
歴
書
（
教
頭
並
び
に
専
修
学
校
及
び
各
種
学
校
の
教
員
に
限
る
。）

　
４
　
教
育
職
員
免
許
状
の
写
し
（
教
育
職
員
免
許
状
を
有
し
て
い
な
い
者
は
宣
誓
書
，
学
校
教
育
法

　
　
施
行
規
則
第
９
条
の
２
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
採
用
さ
れ
た
教
頭
は
資
質
を
証
す
る
書
面
)      　

　
５
　
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類
 

」



　

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
規
則
は
、
企
業
立
地
促
進
の
た
め
の
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
百
号
。

以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
製
造
の
事
業
の
用
に
供
し
た
こ
と
に
伴
っ
て
増
加
す
る
雇
用
者
）

第
二
条　

条
例
第
二
条
の
規
則
で
定
め
る
製
造
の
事
業
の
用
に
供
し
た
こ
と
に
伴
っ
て
増
加
す
る
雇
用
者
は
、
雇
用
保

険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
六
十
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
一
般
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一　

条
例
第
二
条
に
規
定
す
る
一
の
生
産
設
備
（
以
下
「
一
の
生
産
設
備
」
と
い
う
。）
を
製
造
の
事
業
の
用
に
供

す
る
こ
と
に
伴
い
、
当
該
法
人
に
期
間
を
定
め
ず
に
新
た
に
雇
用
さ
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
県
内
に
住
所
を
有
す
る

も
の

二　

現
に
当
該
法
人
に
期
間
を
定
め
ず
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
一
の
生
産
設
備
を
製
造
の
事
業
の
用
に

供
す
る
こ
と
に
伴
う
転
勤
等
に
よ
り
新
た
に
県
内
に
住
所
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の

　

（
対
象
設
備
に
係
る
所
得
金
額
の
計
算
方
法
）

第
三
条　

条
例
第
二
条
の
当
該
対
象
設
備
に
係
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
算
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
額
と
す
る
。

　

一　

そ
の
行
う
主
た
る
事
業
が
電
気
供
給
業
、
ガ
ス
供
給
業
又
は
倉
庫
業
の
法
人
の
場
合

　

二　

前
号
以
外
の
場
合

２　

鉄
道
事
業
又
は
軌
道
事
業
（
以
下
「
鉄
軌
道
事
業
」
と
い
う
。）
と
こ
れ
ら
の
事
業
以
外
の
事
業
を
併
せ
て
行
う

法
人
に
つ
い
て
は
、
当
該
鉄
軌
道
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

３　

第
一
項
の
固
定
資
産
の
価
額
及
び
従
業
者
の
数
並
び
に
前
項
の
鉄
軌
道
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
部
分
の
所
得
の

算
定
に
つ
い
て
は
、
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
七
十
二
条
の
四
十
八
第
四
項
か
ら
第

六
項
ま
で
、
第
九
項
及
び
第
十
項
の
分
割
基
準
並
び
に
所
得
の
算
定
の
例
に
よ
る
。

　

（
不
均
一
課
税
申
請
書
）

第
四
条　

条
例
第
五
条
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
別
記
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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当
該
新
増
設
し
た
対
象
設
備
に
係
る
固
定
資
産
の
価
額

県
が
当
該
法
人
に
課
す
る
事
業

税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
当
×

該
事
業
年
度
に
係
る
所
得
金
額

当
該
法
人
が
県
内
に
有
す
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
固
定
資
産
の
価
額

（
主
た
る
事
業
が
電
気
供
給
業
又
は
ガ
ス
供
給
業
（
以
下
「
電
気
供
給
業

等
」
と
い
う
。）
の
法
人
に
あ
っ
て
は
当
該
固
定
資
産
の
価
額
の
う
ち
当

該
電
気
供
給
業
等
以
外
の
事
業
に
係
る
固
定
資
産
の
価
額
）

当
該
新
増
設
し
た
対
象
設
備
に
係
る
従
業
者
の
数

県
が
当
該
法
人
に
課
す
る
事
業

税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
当
×

該
事
業
年
度
に
係
る
所
得
金
額

当
該
法
人
が
県
内
に
有
す
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
従
業
者
の
数



（17）　 平成20年３月31日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第９号　　 
別
記
様
式

　　
添
付
書
類
　

　
　
１
　
明
細
書
　
　
　
２
　
定
款
　
　
３
　
最
近
２
期
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
，
損
益
計
算
書
及
び
営
業
報
告
書

　
　
４
　
売
買
契
約
書
の
写
し
　
　
　
　
５
　
そ
の
他
必
要
な
書
類

名
　
　
　

称

新
増
設
を
し
た
設
備

所
　

在
　

地

主
た
る
製
品
名

年
　
　
　
　
　
　
月
　
　
　
　
　
　
日

事
業
の
用
に

供
し
た
年
月
日

年
　
　
　
　
　
　
月
　
　
　
　
　
　
日

家
屋
の
取
得
年
月
日

円
航

空
機

円
建
物
及
び
附
属
設
備

新
増
設
を
し
た
設
備

を
構
成
す
る
減
価
償

却
資
産
の
取
得
価
額

円
車
両
・
運
搬
具

円
構

築
物

円
工
具
・
器
具
・
備
品

円
機
械
・
装
置

円
総

計
円

船
舶

人
条
例
第
２
条
の
増
加
雇
用
者
の
数

不
　
均
　
一
　
課
　
税
　
申
　
請
　
書

名
称

主
た

る
事
務
所
又
は
事
業
所
所

在
地

人
常
時
従

業
者
数

月
決
算
期

円
資
本
金（
出
資
金
）の
額

事
業

の
内

容

不
均
一
課
税
を
受
け
よ
う
と
す
る
年
又
は
事
業
年
度

　
上
記
の
と
お
り
法
人
事
業
税
・
不
動
産
取
得
税
・
固
定
資
産
税
の
不
均
一
課
税
を
さ
れ
る
よ
う
申
請
し
ま
す
。

 
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　

　
宮
城
県
　
　
　
　
　
　
　
　
所
長
　
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
た
る
事
務
（
業
）
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
在
　
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名
　
　
　
称

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
代
表
者
氏
名
 

　
印
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｔ
　
Ｅ
　
Ｌ
        （

　
　
　
 　
）

受
付
印

　
（
そ
の
１
）

（
注
）　
電
気
・
ガ
ス
供
給
業
又
は
倉
庫
業
を
行
う
法
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
，
固
定
資
産
の
価
額
を
記
載
し
，

　
　
　
そ
の
他
の
法
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
従
業
者
数
を
記
載
す
る
こ
と
。

法
　
人
　
事
　
業
　
税
　
不
　
均
　
一
　
課
　
税
　
申
　
請
　
の
　
明
　
細
　
書

年
　
　
月
　
　
 日
 か
ら
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
 ま
で

事
業

年
度

千
円

年
　
　
　
　
　
万
円
以
下
の
金
額

本
県
分
課
税
標
準
額

千
円

年
　

　
　

万
円

を
超

え
年
　
　
　
　
　
万
円
以
下
の
金
額

千
円

年
　
　
　
　
　
　
万
円
を
超
え
る
金
額

千
円

計

県
内
に
お
け
る
事
務
（
業
）
所
の
従
業
者
数

従
業
者
数
（
事
業
年
度
に
属
す
る
各
月
末
現
在
）

名
称

所
在

地
人
員

月
人
員

月
人
員

月
人
員

月

上
記
の
う
ち
新
増
設
を
し
た
対
象
設
備
に
係
る
従
業
者
数

（
事
業
年
度
に
属
す
る
各
月
末
現
在
）

県
内
に
お
け
る
事
務
（
業
）
所
の
固
定
資
産
の
価
額

固
定
資
産
の
価
額（
事
業
年
度
末
日
現
在
）

名
称

所
在

地

上
記
の
う
ち
新
増
設
を
し
た
対
象
設
備
に
係
る
固
定
資
産
の
価
額

（
事

業
年

度
末

日
現

在
）



　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

申
請
等
の
受
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
受
理
す
る
申
請
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
四
十
四
号

申
請
等
の
受
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
受
理
す
る
申
請
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

　

申
請
等
の
受
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
受
理
す
る
申
請
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
平
成
十
二

年
宮
城
県
規
則
第
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。　

　

第
二
条
の
表
二
の
項
中

 
を

 
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

「

ヘ　

ス
モ
ン
患
者
に
対
す
る
は
り
、
き
ゅ
う
及
び
マ
ッ
サ
ー
ジ
に

係
る
医
療
費
用
交
付
規
則
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
規
則
第
九
十

七
号
。
ヘ
に
お
い
て
「
規
則
」
と
い
う
。）
に
基
づ
く
申
請
等

の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

　
�
　

規
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請

　
�
　

規
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
更
新
の
申
請

　
�
　

規
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
返
還

」

「

ヘ　

ス
モ
ン
患
者
に
対
す
る
は
り
、
き
ゅ
う
及
び
マ
ッ
サ
ー
ジ
に

係
る
医
療
費
用
交
付
規
則
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
規
則
第
九
十

七
号
。
ヘ
に
お
い
て
「
規
則
」
と
い
う
。）
に
基
づ
く
申
請
等

の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

�
　

規
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請

�
　

規
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
更
新
の
申
請

�
　

規
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
返
還

ト　

肝
炎
治
療
に
係
る
医
療
費
用
交
付
規
則
（
平
成
二
十
年
宮
城

県
規
則
第
四
十
九
号
。
ト
に
お
い
て
「
規
則
」
と
い
う
。）
に

基
づ
く
申
請
等
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

�
　

規
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請

�
　

規
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
返
還

�
　

規
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
書
換
え
の
申
請

�
　

規
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
再
交
付
の
申
請

�
　

規
則
第
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
交
付
の
請

求

」
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（
そ
の
２
）

不
動
産
取
得
税
・
固
定
資
産
税
　
不
均
一
課
税
申
請
の
明
細
書

所
在

地

当
該
不
動
産

が
家
屋
で
あ

る
場
合

家
屋

番
号

種
類

構
造

年
耐
用
年
数

�
床

面
積

用
途

年
　
　
　
　
　
月
　
　
　
　
　
日

取
得

年
月

日

円
取

得
価

額

取
得

事
由

所
在

地

当
該
不
動
産

が
土
地
で
あ

る
場
合

地
番

地
目

地
積

用
途

年
　
　
　
　
　
月
　
　
　
　
　
日

取
得

年
月

日

円
取

得
価

額

取
得

事
由

年
　
　
　
　
　
月
　
　
　
　
　
日

土
地
を
敷
地
と
す
る
建
物
の
建

設
着
手
（
予
定
）
年
月
日

償
却
資
産
の
種
類

当
該
不
動
産

が
償
却
資
産

で
あ
る
場
合

数
量

年
　
　
　
　
　
月
　
　
　
　
　
日

取
得

年
月

日

円
取

得
価

額

取
得

事
由

摘
　
　
要



　

防
災
行
政
無
線
の
管
理
及
び
運
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
四
十
五
号

　
　
　

防
災
行
政
無
線
の
管
理
及
び
運
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

防
災
行
政
無
線
の
管
理
及
び
運
用
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
号
の
表
防
災
宮
城
の
項
中 

を 

に
改
め
る
。

                                                                      

　

別
表
第
三
号
の
表
防
災
籠
峰
山
の
項
、
防
災
大
盤
平
の
項
、
防
災
小
々
汐
の
項
、
防
災
小
池
ヶ
平
の
項
及
び
防
災
三

門
山
の
項
中 

を 

に
改
め
、
同
表
中

                                                                             

 

を

 

に

改
め
、
同
表
水
防
笹
倉
山
の
項
を
削
る
。

　

別
表
第
四
号
の
表
同
二
〇
二
〜
二
一
三
、
二
九
一
〜
二
九
六
の
項
中

 

を 

に
改
め
、

同
表
防
災
宮
城
三
〇
一
の
項
を
削
り
、
同
表
防
災
仙
台
東
の
項
中

「

固
定
局

基
地
局

携
帯
基
地
局

」

「

固
定
局

基
地
局

」

「

固
定
局

基
地
局

携
帯
基
地
局

」

「

固
定
局

基
地
局

」

「

防
災
黒
森
山

同

同基
地
局

携
帯
基
地
局

仙
台
地
方
ダ
ム
総
合

事
務
所
長

危
機
対
策
課
長

仙
台
市
青
葉
区
芋
沢
字
横
向
山
一
六
四

黒
森
山
中
継
所
内

同

」

「

防
災
黒
森
山

固
定
局

基
地
局

仙
台
地
方
ダ
ム
総
合

事
務
所
長

危
機
対
策
課
長

仙
台
市
青
葉
区
芋
沢
字
横
向
山
一
六
四

黒
森
山
中
継
所
内

」

「

同
二
〇
二
〜
二
一
三
、
二
九

一
〜
二
九
六

同

」

「

防
災
宮
城
二
〇
二
〜
二
一

三
、
二
九
一
〜
二
九
六
、
三

〇
二
〜
三
〇
八
、
三
九
一
〜

三
九
四

陸
上
移
動
局

」

 

を 

 

に
改
め
、
同
表
Ｓ
Ｃ
Ｃ
自
治
体
宮
城
県
宮
城
可
搬

地
球
Ｖ
九
六
の
項
及
び
防
災
宮
城
三
〇
二
〜
三
〇
八
、
三
九
一
〜
三
九
四
の
項
を
削
り
、
同
表
防
災
古
川
の
項
中       

 

を 

に
改
め
、
同
表
同
四
〇
二
〜
四
一
三
、
四
九
一
〜
四
九
四

の
項
中 

を 

に
改
め
、
同
表
防
災
築
館
の
項
中

 

を 

に
改
め
、
同
表
防
災
栗
駒
の
項
中

 

を 

 

に
改
め
、
同
表
同
五
〇
二
〜
五
一
二
、
五
九
一
〜
五
九
六
の
項
中

 

を 

に
改
め
、
同
表
防
災
迫
の
項
中

                     

「

固
定
局

基
地
局

携
帯
基
地
局

仙
台
東
土
木
事
務
所

長

多
賀
城
市
鶴
ヶ
谷
一－

四－

一

仙
台
東
土
木
事
務
所
内

」

「

固
定
局

基
地
局

危
険
対
策
課
長

多
賀
城
市
鶴
ヶ
谷
一－

四－

一

」

「

大
崎
地
方
振
興
事
務

所
長

」

「

北
部
地
方
振
興
事
務

所
長

」

「

大
崎
土
木
事
務
所
長

」

「

北
部
土
木
事
務
所
長

」

「

栗
原
地
方
振
興
事
務

所
長

」

「

北
部
地
方
振
興
事
務

所
栗
原
地
域
事
務
所

長

」

「

栗
原
地
方
振
興
事
務

所
栗
駒
ダ
ム
管
理
事

務
所
長

栗
原
市
栗
駒
沼
倉
玉
山
一

栗
原
地
方
振
興
事
務
所
栗
駒
ダ
ム
管
理

事
務
所
内

」

「

北
部
地
方
振
興
事
務

所
栗
原
地
域
事
務
所

栗
駒
ダ
ム
管
理
事
務

所
長

栗
原
市
栗
駒
沼
倉
玉
山
一

北
部
地
方
振
興
事
務
所
栗
原
地
域
事
務

所
栗
駒
ダ
ム
管
理
事
務
所
内

」

「

栗
原
土
木
事
務
所
長

」

「

北
部
土
木
事
務
所
栗

原
地
域
事
務
所
長

」

（19）　 平成20年３月31日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第９号　　 



 

を 

に
改
め
、
同
表
同
六
〇
二
〜
六
〇
八
、
六
九
一
〜
六
九
六

の
項
中 

を 

に
改
め
、
同
表
防
災
石
巻
の
項
中

 

を 

 
に
改
め
、
同
表
防
災
石
巻
土
木
の
項
中

 

を 

に
、「
石
巻
土
木
事
務
所
内
」
を
「
東
部
土
木
事
務
所
内
」

に
改
め
、
同
表
中
防
災
宮
城
二
三
の
項
、
防
災
宮
城
二
一
の
項
及
び
防
災
ヘ
リ
宮
城
の
項
を
削
り
、
同
表
防
災
仙
台
港

湾
の
項
中 

を 

に
、「
仙
台
港
湾
事
務
所
内
」
を
「
仙
台
塩
釜

港
湾
事
務
所
内
」
に
改
め
、
同
表
防
災
塩
釜
港
湾
の
項
を
削
り
、
同
表
水
防
宮
城
五
八
一
、
二
三
一
、
二
三
二
の
項
中

「
五
八
一
、」
を
削
り
、
同
表
水
防
七
北
田
の
項
を
削
り
、
同
表
水
防
宮
城
六
〇
一
、
六
〇
二
、
二
四
一
〜
二
四
四
の

項
中
「
六
〇
一
、
六
〇
二
、」
を
削
り
、
同
表
水
防
宮
城
六
二
一
、
六
二
二
、
二
五
一
〜
二
五
四
の
項
中
「
六
二
一
、

六
二
二
、」
を
削
り
、
同
表
水
防
宮
城
二
五
五
〜
二
五
八
、
六
二
三
の
項
中
「
、
六
二
三
」
を
削
り
、
同
表
Ｓ
Ｃ
Ｃ
自

治
体
宮
城
県
宮
城
可
搬
地
球
Ｖ
九
八
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

別
表
第
四
号
の
表
水
防
荒
砥
沢
ダ
ム
の
項
を
削
り
、
同
表
水
防
荒
砥
沢
ダ
ム
一
、
一
〇
〜
一
一
の
項
中
「
一
、
一
〇

〜
一
一
」
を
「
一
〇
〜
一
一
」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

「

登
米
地
方
振
興
事
務

所
長

」

「

東
部
地
方
振
興
事
務

所
登
米
地
域
事
務
所

長

」

「

登
米
土
木
事
務
所
長

」

「

東
部
土
木
事
務
所
登

米
地
域
事
務
所
長

」

「

石
巻
地
方
振
興
事
務

所
長

」

「

東
部
地
方
振
興
事
務

所
長

」

「

石
巻
土
木
事
務
所
長

」

「

東
部
土
木
事
務
所
長

」

「

仙
台
港
湾
事
務
所
長

」

「

仙
台
塩
釜
港
湾
事
務

所
長

」

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
訓

令

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
七
号

　

職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
規
程

　

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
訓
令
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
及
び

職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
八
十
九
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）

に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
の
手
続
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
自
己
啓
発
等
休
業
の
承
認
の
申
請
手
続
）

第
二
条　

職
員
は
、
法
第
二
十
六
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
自
己
啓
発
等
休
業
の
承
認
を
申
請
す
る
と
き
は
、
自

己
啓
発
等
休
業
承
認
申
請
書
（
別
記
様
式
）
を
、
自
己
啓
発
等
休
業
を
始
め
よ
う
と
す
る
日
の
一
月
前
ま
で
に
、
所

属
長
を
経
由
し
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2　

知
事
は
、
自
己
啓
発
等
休
業
の
承
認
の
申
請
を
し
た
職
員
に
対
し
て
、
当
該
申
請
に
つ
い
て
確
認
す
る
た
め
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
自
己
啓
発
等
休
業
の
期
間
の
延
長
の
申
請
手
続
）

第
三
条　

前
条
の
規
定
は
、
自
己
啓
発
等
休
業
の
期
間
の
延
長
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　

（
職
務
復
帰
）

第
四
条　

自
己
啓
発
等
休
業
の
期
間
が
満
了
し
た
と
き
、
又
は
自
己
啓
発
等
休
業
の
承
認
が
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は
、

当
該
自
己
啓
発
等
休
業
に
係
る
職
員
は
、
職
務
に
復
帰
す
る
も
の
と
す
る
。

　

（
辞
令
の
交
付
）

第
五
条　

知
事
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
職
員
に
対
し
て
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
辞
令
を
交
付
す
る
も
の

と
す
る
。

　

一　

職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
を
承
認
す
る
場
合

号外第９号　平成20年３月31日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （20）

水
防
上
大
沢
ダ
ム
一
〇
一
〜

一
〇
三

陸
上
移
動
局

大
崎
地
方
ダ
ム
総
合

事
務
所
長
上
大
沢
ダ

ム
管
理
事
務
所
長

大
崎
市
鳴
子
温
泉
鬼
首
字
上
大
沢
川
四

五大
崎
地
方
ダ
ム
総
合
事
務
所
上
大
沢
ダ

ム
管
理
事
務
所
内

防
災
小
田

水
防
小
田
ダ
ム

固
定
局

基
地
局

栗
原
地
方
ダ
ム
総
合

事
務
所
小
田
ダ
ム
管

理
事
務
所
長

栗
原
地
方
ダ
ム
総
合

事
務
所
小
田
ダ
ム
管

理
事
務
所
長

栗
原
市
一
迫
字
長
崎
川
台
五
三－

十
二

栗
原
地
方
ダ
ム
総
合
事
務
所
小
田
ダ
ム

管
理
事
務
所
内

栗
原
市
一
迫
字
長
崎
川
台
五
三－

十
二

栗
原
地
方
ダ
ム
総
合
事
務
所
小
田
ダ
ム

管
理
事
務
所
内

水
防
小
田
ダ
ム
一
、
一
〇
〜

一
一

陸
上
移
動
局

栗
原
地
方
ダ
ム
総
合

事
務
所
小
田
ダ
ム
管

理
事
務
所
長

栗
原
市
一
迫
字
長
崎
川
台
五
三－

十
二

栗
原
地
方
ダ
ム
総
合
事
務
所
小
田
ダ
ム

管
理
事
務
所
内



　

二　

職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
の
期
間
の
延
長
を
承
認
す
る
場
合

　

三　

自
己
啓
発
等
休
業
を
し
た
職
員
が
職
務
に
復
帰
し
た
場
合

　

（
報
告
等
）

第
六
条　

第
二
条
第
二
項
の
規
定
は
、
条
例
第
九
条
の
報
告
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

2　

知
事
は
、
自
己
啓
発
等
休
業
を
し
て
い
る
職
員
か
ら
条
例
第
九
条
の
報
告
を
求
め
る
ほ
か
、
当
該
職
員
と
定
期
的

に
連
絡
を
取
る
こ
と
に
よ
り
、
十
分
な
意
思
疎
通
を
図
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（21）　 平成20年３月31日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第９号　　 



号外第９号　平成20年３月31日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （22）

別記様式（第２条関係）

自己啓発等休業承認申請書

申請年月日　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　知　事　　　　　　　　　　　殿

（所属長経由印）

所　　属　　　　　　　　　　　　　　

　 職　 　　　　　　　　　　　　　　

氏　　名　　　　　　　　　　　　�　
　　　　　　　自己啓発等休業
下記のとおり　　　　　　　　　を申請します。
　　　　　　　期 間 の 延 長

□自己啓発等休業（２及び３に記入）

□期間の延長（２及び４に記入）

１　申 請 の 区 分

大 学 等 の 名 称

（所在地）

大
学
等
課
程
の
履
修

２　自 己 啓 発 等

　　休 業 の 内 容

（　　　　　　）　 　課程（履修年限）

年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで　履 修 の 期 間

活 動 組 織 
国
際
貢
献
活
動

活動分野活 動 国 ・ 地 域 

　　　　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで　国 内 訓 練活
動
期
間 　　　　　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで　活動国滞在

�
�
�

�
�
�

年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで　　　　　　　　　３　申　請　期　間

年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで　　　　　　　　　４　延 長 の 期 間

年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで　　　　　　　　　

既に自己啓発

等休業をして

いる期間

５　備　　　　　考

（注）１　この申請書には，次の内容が確認できる書類を添付すること。

　　　　�　大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容及び期間

　　　　�　前号の内容に関する照会先

　　　２　「履修の期間」欄には，大学等の課程に在学して履修しようとする期間を記入する。

　　　３　「活動組織」欄には，「青年海外協力隊」，「シニア海外ボランティア」等を記入する。

　　　４　「国内訓練」欄には，例えば，独立行政法人国際協力機構が行う派遣前訓練等の準備行為に参加する期間を記入する。

５　「５　備考」欄には，以前に自己啓発等休業をしている場合における当該自己啓発等休業の内容（大学等課程の履修又は

国際貢献活動の別，休業期間），自己啓発等休業の期間を延長する場合における当該自己啓発等休業の期間の延長を請求す

る理由その他任命権者が承認の可否を判断するに当たって必要と思われる事項を記入する。

　　　６　該当する□にはレ印を記入すること。

※　任命権者記入欄

□　承　認　　　　　□　不承認　　　　年　　　月　　　日受 理 年 月 日

　職　　　 　

氏　名　　 �　

　　　　年　　　月　　　日決 裁 年 月 日

決 裁 欄



〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
八
号

　

附
属
機
関
の
役
職
に
充
て
る
職
員
の
指
定
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

附
属
機
関
の
役
職
に
充
て
る
職
員
の
指
定
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

附
属
機
関
の
役
職
に
充
て
る
職
員
の
指
定
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
五
十
九
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
准
看
護
士
試
験
委
員
の
項
中
「
保
健
福
祉
部
医
療
整
備
課
長
」
を
削
り
、
同
表
国
民
健
康
保
険
審
査
会
の
項
中

「
国
民
健
康
保
険
審
査
会
」
を
「
宮
城
県
国
民
健
康
保
険
審
査
会
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
九
号

　

特
別
の
資
格
又
は
職
名
を
有
す
る
職
員
の
任
命
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

特
別
の
資
格
又
は
職
名
を
有
す
る
職
員
の
任
命
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

特
別
の
資
格
又
は
職
名
を
有
す
る
職
員
の
任
命
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
六
十
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
中
「
環
境
生
活
部
廃
棄
物
対
策
課
又
は
保
健
所
」
の
下
に
「（
栗
原
保
健
所
及
び
登
米
保
健
所
を
除
く
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
加
え
、「
若
し
く
は
保
健
所
支
所
」
を
削
る
。

　

第
八
条
中
「
第
七
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
七
十
六
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　

第
十
条
中
「
保
健
福
祉
事
務
所
」
の
下
に
「
又
は
保
健
福
祉
事
務
所
地
域
事
務
所
」
を
加
え
、「
同
所
」
を
「
保
健

福
祉
事
務
所
又
は
保
健
福
祉
事
務
所
地
域
事
務
所
」
に
改
め
る
。

　

第
十
二
条
中
「
地
域
子
ど
も
セ
ン
タ
ー
」
を
「
児
童
相
談
所
」
に
改
め
る
。

　

第
十
六
条
中
「
又
は
林
業
試
験
場
」
を
「
若
し
く
は
地
方
振
興
事
務
所
地
域
事
務
所
又
は
林
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
」

に
改
め
る
。

　

第
十
七
条
中
「
の
建
築
基
準
に
関
す
る
事
務
を
分
掌
す
る
班
又
は
土
木
事
務
所
に
所
属
す
る
職
員
（
所
長
及
び
副
所

長
を
除
く
。）」
を
「
、
建
築
安
全
推
進
室
又
は
土
木
事
務
所
若
し
く
は
土
木
事
務
所
地
域
事
務
所
に
所
属
す
る
職
員

（
所
長
及
び
副
所
長
を
除
く
。）
で
建
築
基
準
に
関
す
る
事
務
を
行
う
も
の
」
に
、「
班
又
は
事
務
所
」
を
「
課
、
室
又

は
土
木
事
務
所
若
し
く
は
土
木
事
務
所
地
域
事
務
所
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
号

　

保
健
所
の
職
員
の
任
命
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

保
健
所
の
職
員
の
任
命
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

保
健
所
の
職
員
の
任
命
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
一
項
の
表
大
崎
保
健
所
の
項
中
「
大
崎
保
健
福
祉
事
務
所
」
を
「
北
部
保
健
福
祉
事
務
所
」
に
改
め
、
同
表
栗
原

保
健
所
の
項
中
「
栗
原
保
健
福
祉
事
務
所
」
を
「
北
部
保
健
福
祉
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
」
に
改
め
、
同
表
登
米
保

健
所
の
項
中
「
登
米
保
健
福
祉
事
務
所
」
を
「
東
部
保
健
福
祉
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
」
に
改
め
、
同
表
石
巻
保
健

所
の
項
中
「
石
巻
保
健
福
祉
事
務
所
」
を
「
東
部
保
健
福
祉
事
務
所
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
一
号

　

単
純
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

単
純
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

単
純
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

第
九
条
第
一
項
中
「
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　

第
十
一
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三　

保
健
環
境
セ
ン
タ
ー
に
所
属
す
る
職
員
が
特
殊
勤
務
手
当
条
例
第
十
三
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
業
務
の

補
助
業
務
に
従
事
し
た
と
き
。

　

第
十
一
条
第
二
項
第
二
号
中
「
前
項
第
二
号
」
の
下
に
「
及
び
第
三
号
」
を
加
え
る
。

　

第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
中
「
水
上
に
お
い
て
行
う
同
号
ロ
又
は
ハ
の
作
業
」
を
「
同
号
に
規
定
す
る
作
業
（
当
該

（23）　 平成20年３月31日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第９号　　 

宮
城
県
後
期
高
齢
者
医
療

審
査
会

委
員

保
健
福
祉
部
長



作
業
の
補
助
作
業
を
含
む
。）」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
同
号
イ
」
を
「
同
号
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
を
削
り
、

同
条
第
二
項
第
四
号
中
「
勤
務
一
月
に
つ
き
六
千
五
百
円
」
を
「
業
務
に
従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
三
百
円
」
に
改
め
、

同
項
第
五
号
を
削
る
。

　

第
十
六
条
第
二
項
中
「
、
第
四
号
及
び
第
五
号
」
を
「
及
び
第
四
号
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
中

　　

別
表
第
五
保
健
環
境
セ
ン
タ
ー
の
項
を
削
り
、
同
表
中
央
地
域
子
ど
も
セ
ン
タ
ー
の
項
中

に
改
め
、
同
表
拓
桃
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
の
項
中

 

　

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
二
号

　

職
員
等
の
旅
費
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

職
員
等
の
旅
費
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

職
員
等
の
旅
費
支
給
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
一
項
第
一
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
鉄
道
（
」
の
下
に
「
全
国
新
幹
線
鉄
道
整
備
法
（
昭
和
四
十
五

年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
」
を
加
え
、「
新
幹
線
鉄
道
を
除
く
」
を
「
新
幹
線
鉄
道
（
以
下
単
に
「
新

幹
線
鉄
道
」
と
い
う
。）
を
除
く
」
に
改
め
、「
所
属
長
」
の
下
に
「（
本
庁
に
あ
つ
て
は
所
属
の
課
長
（
室
長
を
含
む
。）、

地
方
機
関
に
あ
つ
て
は
当
該
機
関
の
長
及
び
労
働
委
員
会
事
務
局
長
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
を
加
え
、
同
号
を
同
項

第
一
号
と
し
、
同
項
中
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
同
項
第
四
号
中
「
前
三
号
」
を
「
前
二
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項

第
三
号
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
」
を
「
又
は
第
二
号
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
四
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
」
に

改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
後
の
職
員
等
の
旅
費
支
給
規
程
の
規
定
は
、
こ
の
訓
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）
以
後

に
出
発
す
る
旅
行
及
び
施
行
日
前
に
出
発
し
、
か
つ
、
施
行
日
以
後
に
完
了
す
る
旅
行
の
う
ち
施
行
日
以
後
の
期
間

に
対
応
す
る
分
に
つ
い
て
適
用
し
、
当
該
旅
行
の
う
ち
施
行
日
前
の
期
間
に
対
応
す
る
分
及
び
施
行
日
前
に
完
了
し

た
旅
行
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
三
号

　

職
員
被
服
等
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

号外第９号　平成20年３月31日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （24）

「

１　　級

給料月額

円

120,200
121,100
122,000
122,900

123,900
124,900
125,900
126,900

127,700
128,700
129,700
130,700

131,500
132,500
133,500
134,500

135,600
136,800
138,000
139,200

140,300
142,200
144,100
146,000

148,000
149,500

151,000
152,500

153,800
155,300
156,800
158,300

159,700
161,300
162,900
164,500

166,000
167,200
168,400
169,600

170,600
172,200
173,800
175,400

177,000
178,300
179,600
180,900

182,200
184,000
185,800
187,600

189,600
190,900
192,200
193,500

194,900
196,200
197,500
198,800

200,600
202,600

204,600
206,600

208,800
210,100
211,400
212,700

214,400
215,500
216,600
217,700

218,800
220,100
221,400
222,700

」
を
「

１　　級

給料月額

円

121,600
122,500
123,500
124,400

125,400
126,400
127,400
128,400

129,200
130,200
131,200
132,300

133,100
134,100
135,100

136,100 

137,200
138,400
139,600
140,800

141,900
143,800
145,800
147,800

149,800
151,300
152,800
154,400

155,700
157,200
158,700
160,200

161,600
163,200
164,800
166,400

167,900
169,100
170,300
171,500

172,500
174,100
175,700
177,300

179,000
180,300
181,600
182,900

184,200
186,000
187,800

189,600

191,600
192,900
194,200
195,500

196,900
198,200
199,500
200,800

202,300
204,300
206,300
208,300

210,200
211,500
212,800
214,100

215,600
216,600
217,600
218,600

219,600
220,700
221,800
222,900

」
に
改
め
る
。

「

中
央
児
童
相

談
所

」

「

中
央
地
域
子

ど
も
セ
ン

タ
ー

」
を

「
�
　

技
師
（
看
護
補
助
）

�
　

技
師
（
機
械
操
作
）（
専
ら
放
射
線
取
扱

作
業
に
従
事
す
る
者
に
限
る
。）

�
　
�
及
び�
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

で
入
所
者
に
直
接
接
す
る
業
務
に
常
例
と

し
て
従
事
す
る
職
員

三一

」
を

「
�
　

技
師
（
看
護
補
助
）（
病
棟
に
勤
務
す
る

職
員
に
限
る
。）

�
　

技
師
（
看
護
補
助
）（�
に
掲
げ
る
職
員

以
外
の
職
員
）

三二

」
に
改
め
る
。



宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

職
員
被
服
等
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

職
員
被
服
等
貸
与
規
程
（
昭
和
四
十
八
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
四
号

　

勤
務
時
間
の
特
例
を
必
要
と
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

勤
務
時
間
の
特
例
を
必
要
と
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

勤
務
時
間
の
特
例
を
必
要
と
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
五
十
三
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
五
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
第
三
号
中
「
大
崎
地
域
子
ど
も
セ
ン
タ
ー
」
を
「
北
部
児
童
相
談
所
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
第
六
号
中
「
中
央
地
域
子
ど
も
セ
ン
タ
ー
」
を
「
中
央
児
童
相
談
所
」
に
改
め
、
同
表
第
十
三
号
中
「
栽

培
漁
業
セ
ン
タ
ー
」
を
「
水
産
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
三
第
三
号
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

別
表
第
三
第
六
号
中
「
札
幌
事
務
所
及
び
」
を
削
り
、
同
表
第
七
号
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

別
表
第
三
第
十
二
号
中
「
水
産
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
」
を
「
水
産
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第

十
三
号
と
し
、
同
表
第
十
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
二　

王
城
寺
原
補
償
工
事
事
務
所
、
土
木
事
務
所
、
港
湾
事
務
所
及
び
仙
台
港
背
後
地
土
地
区
画
整
理
事
務
所
に

勤
務
す
る
職
員

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
五
号

　

職
員
と
事
業
者
等
と
の
間
に
お
け
る
行
為
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

職
員
と
事
業
者
等
と
の
間
に
お
け
る
行
為
に
関
す
る
規
程

　

（
目
的
）

第
一
条　

こ
の
訓
令
は
、
職
員
と
職
務
上
か
か
わ
り
の
あ
る
事
業
者
及
び
特
定
個
人
（
以
下
「
事
業
者
等
」
と
い
う
。）

と
の
間
に
お
け
る
行
為
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
、
公
正
な
職
務
の
遂
行
に
対
す
る
県
民
か
ら
の
信
頼
を
確
保

す
る
と
と
も
に
、
職
員
が
事
業
者
等
と
の
交
流
及
び
交
際
（
以
下
「
交
流
等
」
と
い
う
。）
を
図
る
こ
と
が
で
き
る

環
境
を
構
築
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

（
定
義
）

第
二
条　

こ
の
訓
令
に
お
い
て
「
職
員
」
と
は
、
知
事
の
事
務
部
局
に
勤
務
す
る
一
般
職
に
属
す
る
職
員
（
臨
時
及
び

非
常
勤
の
職
員
並
び
に
教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
教
育
公

務
員
で
あ
る
職
員
を
除
く
。）
を
い
う
。

（25）　 平成20年３月31日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第９号　　 

十
九

職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力

開
発
校
に
お
い
て
職
業
訓
練
の
業
務
に
従

事
す
る
職
員
の
う
ち
、
所
属
長
が
職
務
の

遂
行
上
特
に
被
服
等
を
貸
与
す
る
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
職
員

安
全
靴

一

三
年

夜
間
に
お
い
て
県
税
の
徴
収
、
相
談

等
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
う
ち

所
長
が
命
ず
る
職
員

午
前
七
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で
の

間
で
、
一
日
に
つ
い
て
八
時
間
と

し
、
そ
の
割
振
り
は
、
業
務
の
実

情
に
応
じ
所
長
が
定
め
る
。

四
十
五
分
間
と
し
、そ
の
時
限
は
、

業
務
の
実
情
に
応
じ
所
長
が
定
め

る
。

夜
間
に
お
い
て
土
地
の
取
得
等
に
伴

う
交
渉
等
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員

の
う
ち
所
長
が
命
ず
る
職
員

午
前
七
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で
の

間
で
、
一
日
に
つ
い
て
八
時
間
と

し
、
そ
の
割
振
り
は
、
業
務
の
実

情
に
応
じ
所
長
が
定
め
る
。

四
十
五
分
間
と
し
、そ
の
時
限
は
、

業
務
の
実
情
に
応
じ
所
長
が
定
め

る
。

適　

用　

職　

員

夜
間
に
お
い
て
土
地
の
取
得
等
に
伴

う
交
渉
等
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員

の
う
ち
所
長
が
命
ず
る
職
員

勤　

務　

時　

間

午
前
七
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で
の

間
で
、
一
日
に
つ
い
て
八
時
間
と

し
、
そ
の
割
振
り
は
、
業
務
の
実

情
に
応
じ
所
長
が
定
め
る
。

休　

憩　

時　

間

四
十
五
分
間
と
し
、そ
の
時
限
は
、

業
務
の
実
情
に
応
じ
所
長
が
定
め

る
。



２　

こ
の
訓
令
に
お
い
て
「
管
理
職
員
」
と
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十

九
号
）
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
管
理
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
職
員
を
い
う
。

３　

こ
の
訓
令
に
お
い
て
「
事
業
者
」
と
は
、
法
人
（
法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
が

あ
る
も
の
を
含
む
。）
そ
の
他
の
団
体
及
び
事
業
を
行
う
個
人
（
当
該
事
業
の
利
益
の
た
め
に
す
る
行
為
を
行
う
場

合
に
お
け
る
個
人
に
限
る
。）
を
い
う
。

４　

こ
の
訓
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
事
業
者
の
利
益
の
た
め
に
す
る
行
為
を
行
う
場
合
に
お
け
る
役
員
、
従

業
員
、
代
理
人
そ
の
他
の
者
は
、
前
項
の
事
業
者
と
み
な
す
。

５　

こ
の
訓
令
に
お
い
て
「
特
定
個
人
」
と
は
、
第
三
項
に
規
定
す
る
個
人
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
者
と
み
な

さ
れ
る
者
を
除
く
個
人
を
い
う
。

６　

こ
の
訓
令
に
お
い
て
「
利
害
関
係
者
」
と
は
、
職
員
が
職
務
と
し
て
携
わ
る
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。
た
だ
し
、
職
員
の
職
務
と
の
利
害
関
係
が
潜
在
的
な
も
の

に
と
ど
ま
る
者
又
は
職
員
の
裁
量
の
余
地
が
少
な
い
職
務
に
関
す
る
者
及
び
外
国
政
府
若
し
く
は
国
際
機
関
又
は
こ

れ
ら
に
準
ず
る
も
の
に
勤
務
す
る
者
（
当
該
外
国
政
府
若
し
く
は
国
際
機
関
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
の
利
益
の

た
め
に
す
る
行
為
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
勤
務
す
る
者
に
限
る
。）
を
除
く
。

７　

こ
の
訓
令
に
お
い
て
「
私
的
な
関
係
」
と
は
、
職
員
と
し
て
の
身
分
に
か
か
わ
ら
な
い
関
係
を
い
う
。

８　

前
項
の
「
職
員
と
し
て
の
身
分
」
に
は
、
職
員
が
、
任
命
権
者
の
要
請
に
応
じ
特
別
職
地
方
公
務
員
等
（
地
方
公

務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
別
職
地
方
公
務
員
等
を
い

う
。
以
下
同
じ
。）
と
な
る
た
め
に
退
職
し
、
引
き
続
き
特
別
職
地
方
公
務
員
等
と
し
て
在
職
し
た
後
、
引
き
続
い

て
当
該
退
職
を
前
提
と
し
て
採
用
さ
れ
た
場
合
（
一
の
特
別
職
地
方
公
務
員
等
と
し
て
在
職
し
た
後
、
引
き
続
き
一

以
上
の
特
別
職
地
方
公
務
員
等
と
し
て
在
職
し
、
引
き
続
い
て
当
該
退
職
を
前
提
と
し
て
職
員
と
し
て
採
用
さ
れ
た

場
合
を
含
む
。）
に
お
け
る
特
別
職
地
方
公
務
員
等
と
し
て
の
身
分
を
含
む
も
の
と
す
る
。

　

（
職
員
の
心
構
え
）

第
三
条　

職
員
は
、
県
民
と
の
連
携
及
び
協
働
を
重
視
し
、
意
見
交
換
及
び
情
報
収
集
（
以
下
「
意
見
交
換
等
」
と
い

う
。）
を
心
が
け
、
多
様
化
・
高
度
化
す
る
様
々
な
意
見
、
要
望
等
（
以
下
「
県
民
ニ
ー
ズ
」
と
い
う
。）
を
的
確
に

と
ら
え
た
、
時
代
の
変
化
に
即
し
た
施
策
の
実
現
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２　

職
員
は
、
前
項
の
連
携
及
び
協
働
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
地
方
公
務
員
法
そ
の
他
法
令
等

を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

職
員
は
、
県
民
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
、
常
に
公
正
な
職
務
の
遂
行
に
当
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

二　

職
員
は
、
公
共
の
利
益
の
た
め
に
勤
務
す
る
者
と
し
て
、
職
務
及
び
地
位
を
私
的
利
益
等
に
用
い
て
は
な
ら
な

い
こ
と
。

三　

職
員
は
、
法
令
等
に
よ
り
与
え
ら
れ
た
権
限
の
行
使
に
当
た
っ
て
は
、
県
民
の
疑
惑
又
は
不
信
を
招
く
よ
う
な

行
為
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

四　

職
員
は
、
勤
務
時
間
外
に
お
い
て
も
、
そ
の
行
動
が
公
務
の
信
用
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
認
識
し
て
行
動
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

　

（
事
業
者
等
と
の
交
流
等
）

第
四
条　

職
員
は
、
県
民
ニ
ー
ズ
を
把
握
す
る
機
会
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
機
会
を
有
効
に
活
用
し
、
事
業
者
等
と
交

流
等
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
職
員
は
、
職
務
の
公
正
な
遂
行
に
対
す
る
県
民
か
ら
の
信
頼

を
確
保
す
る
た
め
、
次
条
か
ら
第
九
条
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
、
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
利
害
関
係
者
か
ら
の
供
応
接
待
の
享
受
及
び
利
害
関
係
者
と
と
も
に
行
う
飲
食
）

第
五
条　

職
員
は
、
利
害
関
係
者
か
ら
供
応
接
待
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
。

２　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一　

職
務
と
し
て
利
害
関
係
者
を
訪
問
し
た
際
又
は
会
議
そ
の
他
の
会
合
に
出
席
し
た
際
に
お
い
て
、
利
害
関
係
者

か
ら
茶
菓
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
。

二　

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
飲
食
物
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
職
務
の
遂
行
上
必
要
で
あ
る
等
相
当
の
理
由

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
利
害
関
係
者
か
ら
飲
食
物
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
。

３　

職
員
は
、
意
見
交
換
等
を
目
的
と
し
て
、
自
己
の
飲
食
に
要
す
る
費
用
を
負
担
し
て
利
害
関
係
者
と
と
も
に
飲
食

を
す
る
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
届
出
書
（
別
記
様
式
）
に
よ
り
、
所
属
長
を
経
由
し
て
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定

す
る
倫
理
監
督
者
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
届
け
出
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
と
き
は
、
事
後
に
お
い
て
速
や
か
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
利
害
関
係
者
と
と
も
に
行
う
遊
技
等
）

第
六
条　

職
員
は
、
自
己
の
費
用
を
負
担
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
利
害
関
係
者
と
次
に
掲
げ
る
行
為
を
行
っ
て
は
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
利
害
関
係
者
以
外
の
者
が
多
数
参
加
し
、
意
図
を
も
っ
て
利
害
関
係
者
と
と
も
に
行
う
も
の
で

は
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　

一　

利
害
関
係
者
と
と
も
に
遊
技
又
は
ゴ
ル
フ
を
す
る
こ
と
。

　

二　

利
害
関
係
者
と
と
も
に
旅
行
（
公
務
の
た
め
の
旅
行
を
除
く
。）
を
す
る
こ
と
。

　

（
利
害
関
係
者
か
ら
の
財
産
上
の
利
益
の
収
受
）

第
七
条　

職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

一　

利
害
関
係
者
か
ら
金
銭
、
物
品
又
は
不
動
産
の
贈
与
（
せ
ん
別
、
祝
儀
、
香
典
又
は
供
花
そ
の
他
こ
れ
に
類
す

る
も
の
と
し
て
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。）
を
受
け
る
こ
と
。

二　

利
害
関
係
者
か
ら
金
銭
の
貸
付
け
（
業
と
し
て
行
わ
れ
る
金
銭
の
貸
付
け
に
あ
っ
て
は
、
無
利
子
の
も
の
又
は

利
子
の
利
率
が
著
し
く
低
い
も
の
に
限
る
。）
を
受
け
る
こ
と
。

三　

利
害
関
係
者
か
ら
又
は
利
害
関
係
者
の
負
担
に
よ
り
、
無
償
で
物
品
又
は
不
動
産
の
貸
付
け
を
受
け
る
こ
と
。
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四　

利
害
関
係
者
か
ら
又
は
利
害
関
係
者
の
負
担
に
よ
り
、
無
償
で
役
務
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
。

五　

利
害
関
係
者
か
ら
未
公
開
株
式
（
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第
十
六
項

に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
同
法
第
六
十
七
条
の
十
一
第
一
項
の
店
頭
売
買

有
価
証
券
登
録
原
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
な
い
株
式
を
い
う
。）
を
譲
り
受
け
る
こ
と
。

２　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一　

利
害
関
係
者
か
ら
広
く
一
般
に
配
布
す
る
た
め
の
宣
伝
用
物
品
又
は
記
念
品
を
受
け
取
る
こ
と
。

二　

多
数
の
者
が
出
席
す
る
懇
談
会
、
催
事
等
に
お
い
て
、
利
害
関
係
者
か
ら
他
の
出
席
者
と
同
様
に
記
念
品
を
受

け
取
る
こ
と
。

三　

利
害
関
係
者
か
ら
職
務
の
遂
行
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
程
度
の
成
果
品
、
試
供
品
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の

を
受
け
取
る
こ
と
。

四　

職
務
と
し
て
利
害
関
係
者
を
訪
問
し
た
際
に
、
当
該
利
害
関
係
者
か
ら
提
供
さ
れ
る
物
品
を
使
用
す
る
こ
と
。

五　

職
務
と
し
て
利
害
関
係
者
を
訪
問
し
た
際
に
、
当
該
利
害
関
係
者
か
ら
提
供
さ
れ
る
自
動
車
（
当
該
利
害
関
係

者
が
そ
の
業
務
等
に
お
い
て
日
常
的
に
利
用
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。）
を
利
用
す
る
こ
と
（
当
該
利
害
関
係
者

の
事
務
所
等
の
周
囲
の
交
通
事
情
そ
の
他
の
事
情
か
ら
当
該
自
動
車
の
利
用
が
相
当
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限

る
。）。

３　

第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
職
員
が
、
利
害
関
係
者
か
ら
、
物
品
若
し
く
は
不
動
産
を
購
入
し
た
場
合
、

物
品
若
し
く
は
不
動
産
の
貸
付
け
を
受
け
た
場
合
又
は
役
務
の
提
供
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
対
価
が

そ
れ
ら
の
行
為
が
行
わ
れ
た
時
に
お
け
る
時
価
よ
り
も
著
し
く
低
い
と
き
は
、
当
該
職
員
は
、
当
該
利
害
関
係
者
か

ら
、
当
該
対
価
と
当
該
時
価
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
の
金
銭
の
贈
与
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

　

（
私
的
な
関
係
を
有
す
る
利
害
関
係
者
と
の
行
為
）

第
八
条　

職
員
は
、
私
的
な
関
係
が
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
利
害
関
係
者
に
該
当
す
る
も
の
と
の
間
に
お
い
て
は
、
職
務

上
の
利
害
関
係
の
状
況
、
私
的
な
関
係
の
経
緯
及
び
現
在
の
状
況
並
び
に
そ
の
行
お
う
と
す
る
行
為
の
態
様
等
に
か

ん
が
み
、
公
正
な
職
務
の
遂
行
に
対
す
る
県
民
の
疑
惑
又
は
不
信
を
招
く
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限

り
、
第
五
条
第
一
項
、
第
六
条
及
び
前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
行
為
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
条
第
三
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

　

（
そ
の
他
職
員
の
責
務
等
）

第
九
条　

職
員
は
、
利
害
関
係
者
を
し
て
、
第
三
者
に
対
し
、
第
五
条
第
一
項
、
第
六
条
各
号
及
び
第
七
条
第
一
項
各

号
に
規
定
す
る
行
為
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

２　

職
員
は
、
利
害
関
係
者
に
該
当
し
な
い
事
業
者
等
で
あ
っ
て
も
、
私
的
な
関
係
が
な
い
者
そ
の
他
理
由
の
な
い
者

か
ら
、
職
務
遂
行
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
等
を
除
き
、
供
応
接
待
そ
の
他
財
産
上
の
利
益
の
供
与
を
受
け
て
は

な
ら
な
い
。

３　

職
員
は
、
自
己
が
行
っ
た
物
品
若
し
く
は
不
動
産
の
購
入
若
し
く
は
借
受
け
又
は
役
務
の
受
領
の
対
価
を
、
そ
の

者
が
利
害
関
係
者
で
あ
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
行
為
が
行
わ
れ
た
場
に
居
合
わ
せ
な
か
っ
た
事
業

者
等
に
そ
の
者
の
負
担
と
し
て
支
払
わ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

４　

職
員
は
、
他
の
職
員
の
こ
の
訓
令
に
違
反
す
る
行
為
に
よ
っ
て
当
該
他
の
職
員
（
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行

為
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
第
三
者
）
が
得
た
財
産
上
の
利
益
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
当
該
利
益
の
全
部
若
し

く
は
一
部
を
受
け
取
り
、
又
は
享
受
し
て
は
な
ら
な
い
。

５　

職
員
は
、
知
事
、
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
倫
理
監
督
責
任
者
そ
の
他
職
員
の
職
務
に
係
る
倫
理
の
保
持
に

責
務
を
有
す
る
者
又
は
上
司
に
対
し
て
、
自
己
又
は
他
の
職
員
が
こ
の
訓
令
に
違
反
す
る
行
為
を
行
っ
た
疑
い
が
あ

る
と
思
料
す
る
に
足
り
る
事
実
に
つ
い
て
、
虚
偽
の
申
述
を
行
い
、
又
は
こ
れ
を
隠
ぺ
い
し
て
は
な
ら
な
い
。

６　

管
理
職
員
は
、
そ
の
管
理
し
、
又
は
監
督
す
る
職
員
が
こ
の
訓
令
に
違
反
す
る
行
為
を
行
っ
た
疑
い
が
あ
る
と
思

料
す
る
に
足
り
る
事
実
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
黙
認
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

（
相
談
）

第
十
条　

職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
所
属
長
を
経
由
し
て
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
倫
理
監
督
者
に
相

談
し
、
そ
の
指
示
に
従
う
も
の
と
す
る
。

一　

自
ら
が
行
う
行
為
の
相
手
方
が
利
害
関
係
者
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

二　

利
害
関
係
者
と
の
間
で
行
う
行
為
が
第
五
条
第
一
項
、
第
六
条
各
号
又
は
第
七
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
行

為
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

三　

私
的
な
関
係
が
あ
る
利
害
関
係
者
と
の
間
で
行
う
行
為
が
公
正
な
職
務
の
遂
行
に
対
す
る
県
民
の
疑
惑
又
は
不

信
を
招
く
お
そ
れ
が
な
い
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

四　

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
訓
令
の
規
定
に
違
反
し
て
い
な
い
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
場
合

　

（
倫
理
監
督
責
任
者
等
）

第
十
一
条　

職
員
の
職
務
に
係
る
倫
理
の
保
持
の
た
め
、
倫
理
監
督
責
任
者
及
び
倫
理
監
督
者
を
置
く
。

２　

倫
理
監
督
責
任
者
は
総
務
部
長
と
し
、
こ
の
訓
令
の
遵
守
及
び
徹
底
に
関
し
、
倫
理
監
督
者
と
密
接
な
連
携
を
図

り
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
も
の
と
す
る
。

３　

倫
理
監
督
者
は
各
部
局
長
と
し
、
こ
の
訓
令
の
遵
守
及
び
徹
底
に
関
し
、
倫
理
監
督
責
任
者
及
び
所
属
長
と
密
接

な
連
携
を
図
る
と
と
も
に
、
職
員
か
ら
の
第
十
条
の
相
談
に
応
じ
、
必
要
な
助
言
、
指
示
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。

４　

所
属
長
は
、
こ
の
訓
令
の
遵
守
及
び
徹
底
に
関
し
、
職
員
か
ら
の
第
十
条
の
相
談
を
受
け
付
け
、
倫
理
監
督
者
と

連
携
を
図
り
、
必
要
な
助
言
、
指
示
等
を
行
う
と
と
も
に
、
職
員
が
特
定
の
者
と
県
民
の
疑
惑
又
は
不
信
を
招
く
よ

う
な
関
係
を
持
つ
こ
と
が
な
い
か
ど
う
か
の
確
認
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

５　

倫
理
監
督
者
は
、
そ
の
指
定
す
る
職
員
に
、
こ
の
訓
令
に
定
め
る
職
務
の
一
部
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（27）　 平成20年３月31日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第９号　　 



　

（
委
任
）

第
十
二
条　

こ
の
訓
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
職
員
と
事
業
者
等
と
の
間
に
お
け
る
行
為
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

別
に
定
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。　

別
表
（
第
二
条
関
係
）

号外第９号　平成20年３月31日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （28）

事　
　
　
　
　
　
　

務

一　

許
認
可
等
（
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八

十
八
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
許
認
可
等
及

び
行
政
手
続
条
例
（
平
成
七
年
宮
城
県
条
例
第
三
十

号
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
許
認
可
等
を
い

う
。）
を
行
う
事
務

二　

補
助
金
等
（
補
助
金
等
交
付
規
則
（
昭
和
五
十
一

年
宮
城
県
規
則
第
三
十
六
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
補
助
金
等
を
い
う
。）
を
交
付
す
る
事
務

三　

立
入
検
査
、
監
査
又
は
監
察
（
法
令
（
条
例
及
び

規
則
を
含
む
。）の
規
定
に
基
づ
き
行
わ
れ
る
も
の
に

限
る
。
以
下
「
検
査
等
」
と
い
う
。）
を
行
う
事
務

四　

不
利
益
処
分
（
行
政
手
続
法
第
二
条
第
四
号
に
規

定
す
る
不
利
益
処
分
及
び
行
政
手
続
条
例
第
二
条
第

五
号
に
規
定
す
る
不
利
益
処
分
を
い
う
。）を
行
う
事

務
五　

行
政
指
導
（
行
政
手
続
法
第
二
条
第
六
号
に
規
定

す
る
行
政
指
導
及
び
行
政
手
続
条
例
第
二
条
第
七
号

に
規
定
す
る
行
政
指
導
を
い
う
。）
を
行
う
事
務

利　

害　

関　

係　

者

当
該
許
認
可
等
を
受
け
て
事
業
を
行
っ
て
い
る
事
業

者
、
当
該
許
認
可
等
の
申
請
を
し
て
い
る
事
業
者
又

は
特
定
個
人
及
び
当
該
許
認
可
等
の
申
請
を
し
よ
う

と
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
事
業
者
又
は
特

定
個
人

当
該
補
助
金
等
（
当
該
補
助
金
等
を
直
接
に
そ
の
財

源
の
全
部
又
は
一
部
と
す
る
補
助
金
等
交
付
規
則
第

二
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
間
接
補
助
金
等
を
含

む
。）の
交
付
を
受
け
て
当
該
交
付
の
対
象
と
な
る
事

務
又
は
事
業
を
行
っ
て
い
る
事
業
者
又
は
特
定
個

人
、
当
該
補
助
金
等
の
交
付
の
申
請
を
し
て
い
る
事

業
者
又
は
特
定
個
人
及
び
当
該
補
助
金
等
の
交
付
の

申
請
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る

事
業
者
又
は
特
定
個
人

当
該
検
査
等
を
受
け
る
事
業
者
又
は
特
定
個
人

当
該
不
利
益
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る

当
該
不
利
益
処
分
の
名
あ
て
人
と
な
る
べ
き
事
業
者

又
は
特
定
個
人

当
該
行
政
指
導
に
よ
り
現
に
一
定
の
作
為
又
は
不
作

為
を
求
め
ら
れ
て
い
る
事
業
者
又
は
特
定
個
人

六　

地
方
自
治
法（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）

第
二
百
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
契
約
に
関
す

る
事
務

備
考１　

職
員
に
異
動
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
異
動
前
の
職
に
係
る
当
該
職
員
の
利
害
関
係
者
で
あ
っ

た
者
が
、
異
動
後
引
き
続
き
当
該
職
に
係
る
他
の
職
員
の
利
害
関
係
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
利
害
関
係

者
で
あ
っ
た
者
は
、
当
該
異
動
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
間
（
当
該
期
間
内
に
、
当
該
利
害
関
係
者
で
あ
っ

た
者
が
当
該
職
に
係
る
他
の
職
員
の
利
害
関
係
者
で
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
日
ま
で
の
間
）
は
、
当

該
異
動
が
あ
っ
た
職
員
の
利
害
関
係
者
で
あ
る
も
の
と
み
な
す
。

２　

他
の
職
員
の
利
害
関
係
者
が
、
職
員
を
し
て
そ
の
職
に
基
づ
く
影
響
力
を
当
該
他
の
職
員
に
行
使
さ
せ

る
こ
と
に
よ
り
自
己
の
利
益
を
図
る
た
め
そ
の
職
員
と
接
触
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
お
い
て

は
、
当
該
他
の
職
員
の
利
害
関
係
者
は
、
そ
の
職
員
の
利
害
関
係
者
で
も
あ
る
も
の
と
み
な
す
。

当
該
契
約
を
締
結
し
て
い
る
事
業
者
又
は
特
定
個

人
、
当
該
契
約
の
申
込
み
を
し
て
い
る
事
業
者
又
は

特
定
個
人
及
び
当
該
契
約
の
申
込
み
を
し
よ
う
と
し

て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
事
業
者
又
は
特
定
個

人



〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
六
号

　

地
方
行
政
連
絡
調
整
会
議
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

地
方
行
政
連
絡
調
整
会
議
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

地
方
行
政
連
絡
調
整
会
議
規
程
（
昭
和
五
十
七
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
地
方
機
関
」
の
下
に
「（
地
域
事
務
所
を
含
む
。
第
二
条
及
び
第
三
条
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
加
え
、

「
、
地
方
振
興
事
務
所
の
所
管
区
域
ご
と
に
」
を
削
る
。

　

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
名
称
及
び
構
成
員
）

第
二
条　

調
整
会
議
の
名
称
及
び
構
成
員
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

　

第
四
条
第
二
項
中
「
地
方
振
興
事
務
所
長
」
の
下
に
「（
北
部
栗
原
地
方
行
政
連
絡
調
整
会
議
（
以
下
「
栗
原
調
整

会
議
」
と
い
う
。）
及
び
東
部
登
米
地
方
行
政
連
絡
調
整
会
議
（
以
下
「
登
米
調
整
会
議
」
と
い
う
。）
に
あ
つ
て
は
、

地
方
振
興
事
務
所
の
地
域
事
務
所
長
）」
を
加
え
、「
地
方
振
興
事
務
所
副
所
長
」
の
下
に
「（
栗
原
調
整
会
議
及
び
登

（29）　 平成20年３月31日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第９号　　 

名　
　
　
　
　

称

大
河
原
地
方
行
政
連
絡
調
整
会
議

仙
台
地
方
行
政
連
絡
調
整
会
議

北
部
大
崎
地
方
行
政
連
絡
調
整
会
議

北
部
栗
原
地
方
行
政
連
絡
調
整
会
議

東
部
石
巻
地
方
行
政
連
絡
調
整
会
議

東
部
登
米
地
方
行
政
連
絡
調
整
会
議

気
仙
沼
地
方
行
政
連
絡
調
整
会
議

構　
　
　
　
　

成　
　
　
　
　

員

大
河
原
地
方
振
興
事
務
所
の
所
管
区
域
に
所
在
す
る
地
方
機
関
の
長
及

び
地
方
振
興
事
務
所
の
副
所
長

仙
台
地
方
振
興
事
務
所
の
所
管
区
域
に
所
在
す
る
地
方
機
関
の
長
及
び

地
方
振
興
事
務
所
の
副
所
長

北
部
地
方
振
興
事
務
所
の
所
管
区
域
（
北
部
地
方
振
興
事
務
所
栗
原
地

域
事
務
所
の
事
業
担
当
区
域
を
除
く
。）に
所
在
す
る
地
方
機
関
の
長
及

び
地
方
振
興
事
務
所
の
副
所
長

北
部
地
方
振
興
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
の
事
業
担
当
区
域
に
所
在
す

る
地
方
機
関
の
長
及
び
北
部
地
方
振
興
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
の
副

所
長

東
部
地
方
振
興
事
務
所
の
所
管
区
域
（
東
部
地
方
振
興
事
務
所
登
米
地

域
事
務
所
の
事
業
担
当
区
域
を
除
く
。）に
所
在
す
る
地
方
機
関
の
長
及

び
地
方
振
興
事
務
所
の
副
所
長

東
部
地
方
振
興
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
の
事
業
担
当
区
域
に
所
在
す

る
地
方
機
関
の
長
及
び
東
部
地
方
振
興
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
の
副

所
長

気
仙
沼
地
方
振
興
事
務
所
の
所
管
区
域
に
所
在
す
る
地
方
機
関
の
長
及

び
地
方
振
興
事
務
所
の
副
所
長

�����
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別
記
様
式
（
第
５
条
関
係
）

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

届
　
　
　
出
　
　
　
書

　
（
倫
　
理
　
監
　
督
　
者
）　
殿

（
所
　
属
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
職
氏
名
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　
　

　
「
職
員
と
事
業
者
等
と
の
間
に
お
け
る
行
為
に
関
す
る
規
程
」
第
５
条
の
規
定
に
よ
り
利
害
関
係
者
と
の
飲
食
に

つ
い
て
，
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

平
成
　
　
　
　
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日

　
　
　
　
　
　
時
　
　
　
　
分
　
か
ら
　

日
時

 

場
所
（
所
在
地
）

所
属
（
会
社
名
等
）：

出
席
者
数
：
　
　
　
名

役
職
及
び
氏
名
：

相
手
方
（
利
害
関
係
者
）
の
所
属
，
役
職

及
び
氏
名
（
複
数
出
席
す
る
場
合
は
そ
の

人
数
並
び
に
代
表
す
る
者
の
役
職
及
び
氏

名
）

□
無
　
　
　
□
有
（
　
　
　
名
）

概
要
　

職
員
本
人
及
び
利
害
関
係
者
以
外
の
同
席

者
の
有
無
・
人
数
・
概
要

別
表
第
（
　
　
　
）
号
に
該
当

内
容

相
手
方
（
利
害
関
係
者
）
と
の
具
体
的
関

連
（
利
害
関
係
の
概
要
）

と
も
に
飲
食
を
す
る
目
的
（
意
見
交
換
等

の
内
容
）

円
自
己
の
飲
食
に
要
す
る
費
用
の
額



米
調
整
会
議
に
あ
つ
て
は
、
地
方
振
興
事
務
所
の
地
域
事
務
所
の
副
所
長
）」
を
加
え
る
。

　

第
十
条
第
二
項
を
削
る
。

　

第
十
一
条
中
「
地
方
振
興
事
務
所
」
の
下
に
「（
栗
原
調
整
会
議
及
び
登
米
調
整
会
議
に
あ
つ
て
は
、
地
方
振
興
事

務
所
の
地
域
事
務
所
）」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
七
号

　

公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

公
印
規
程
（
昭
和
三
十
四
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
二
号
の
表
１
の
項
中 

を　

　

 

に
、　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

を　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

に
、　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

号外第９号　平成20年３月31日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （30）

「

保

健

福

祉

事

務

所

用

方
二
八

宮 城 県

知 事 印

（ 保 健 福 祉

事務所名）用

各
保
健
福

祉
事
務
所

長　

」

「

保

健

福

祉

事

務

所

用

保

健

福

祉

事

務

所

地

域

事

務

所

用

方
二
八

方
二
八

宮 城 県

知 事 印

宮 城 県

知 事 印

（ 保 健 福 祉

事務所名）用

（保健福祉事務所

地域事務所名）用

各
保
健
福

祉
事
務
所

長　保
健
福
祉

事

務

所

各

地

域

事
務
所
長

」

「

地
域
子
ど
も

セ
ン
タ
ー
用

地
域
子
ど
も

セ
ン
タ
ー
気

仙
沼
支
所
用

方
二
八

方
二
八

宮 城 県

知 事 印

宮 城 県

知 事 印

（地域子ども

センター名）用

石巻地域子どもセン

ター気仙沼支所用

各
地
域
子

ど
も
セ
ン

タ
ー
所
長

石
巻
地
域

子
ど
も
セ

ン
タ
ー
気

仙
沼
支
所

長　

」

「

児

童

相

談

所

用

児

童

相

談

所

気

仙

沼

支

所

用

方
二
八

方
二
八

宮 城 県

知 事 印

宮 城 県

知 事 印

（ 児 童 相 談

所 名 ） 用

東部児童相談所

気仙沼支所用

各

児

童

相
談
所
長

東
部
児
童

相

談

所

気

仙

沼

支

所

長

」



 

を　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

に
、　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

を　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

に
改
め
、
同
表
２
の
項
中　

　
　
　
　
 

（31）　 平成20年３月31日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第９号　　 

「

リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
支

援
セ
ン
タ
ー

用　農

地

法

登

記

用

方
二
八

方
二
八

宮 城 県

知 事 印

農
地
法
登
記
用

宮

城

県

知

事

印

地

方

機

関

名

リハビリテーション

支援センター用

リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ

ン
支
援
セ

ン
タ
ー
所

長　各

地

方

振
興
事
務

所

長

」

「

リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
支

援
セ
ン
タ
ー

用　

方
二
八

宮 城 県

知 事 印

リハビリテーション

支援センター用

リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ

ン
支
援
セ

ン
タ
ー
所

長　

」

「

地
方
振
興
事

務

所

水

産

漁

港

部

用

方
二
八

仙
台
地
方

振
興
事
務
所

水
産
漁
港

部

長

気
仙
沼
地
方

振
興
事
務
所

水
産
漁
港

部

長

」

宮 城 県

知 事 印

（ 地 方 振 興
事 務 所 名 ）
水産漁港部用

「

地
方
振
興
事

務

所

水

産

漁

港

部

用

地

方

振

興

事

務

所

地

域

事

務

所

用

方
二
八

方
二
八

宮 城 県

知 事 印

（地方振興事務所

地域事務所名）用

仙
台
地
方

振
興
事
務
所

水
産
漁
港

部

長

気
仙
沼
地
方

振
興
事
務
所

水
産
漁
港

部

長

地
方
振
興

事

務

所

各
地
域
事

務

所

長

」

宮 城 県

知 事 印

（ 地 方 振 興
事 務 所 名 ）
水産漁港部用



 

を　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

に
、　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

を　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

に
改
め
、
同
表
９
の
項
中　

　
　
　
　
 

号外第９号　平成20年３月31日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （32）

「

地
域
子
ど
も

セ
ン
タ
ー
用

地
域
子
ど
も

セ
ン
タ
ー
気

仙
沼
支
所
用

方
二
八

方
二
八

宮 城 県 知

事 職 務 代

理 者 印

宮 城 県 知

事 職 務 代

理 者 印

（地域子ども

センター名）用

石巻地域子どもセン

ター気仙沼支所用

各
地
域
子

ど
も
セ
ン

タ
ー
所
長

石
巻
地
域

子
ど
も
セ

ン
タ
ー
気

仙
沼
支
所

長　

」

「

児

童

相

談

所

用

児

童

相

談

所

気

仙

沼

支

所

用

方
二
八

方
二
八

宮 城 県 知

事 職 務 代

理 者 印

宮 城 県 知

事 職 務 代

理 者 印

（ 児 童 相 談

所 名 ） 用

東部児童相談所

気仙沼支所用

各

児

童

相
談
所
長

東
部
児
童

相

談

所

気

仙

沼

支

所

長

」

「

地
方
振
興
事

務

所

水

産

漁

港

部

用

方
二
八

仙
台
地
方

振
興
事
務
所

水
産
漁
港

部

長

気
仙
沼
地
方

振
興
事
務
所

水
産
漁
港

部

長

」

宮 城 県 知

事 職 務 代

理 者 印

（ 地 方 振 興
事 務 所 名 ）
水産漁港部用

「

地
方
振
興
事

務

所

水

産

漁

港

部

用

地

方

振

興

事

務

所

地

域

事

務

所

用

方
二
八

方
二
八

宮 城 県 知

事 職 務 代

理 者 印

（地方振興事務所

地域事務所名）用

仙
台
地
方

振
興
事
務
所

水
産
漁
港

部

長

気
仙
沼
地
方

振
興
事
務
所

水
産
漁
港

部

長

 
 
 
 
 
  

地
方
振
興

事

務

所

各
地
域
事

務

所

長

」

宮 城 県 知

事 職 務 代

理 者 印

（ 地 方 振 興
事 務 所 名 ）
水産漁港部用



 

を　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

に
、　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 

 

を　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

（33）　 平成20年３月31日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第９号　　 

「

一

般

文

書

用

方
二
〇

宮城県（保健

福 祉 事 務

所名）長之印

支 所 名

保
健
福
祉

事

務

所

各
支
所
長

」

「

一

般

文

書

用

一

般

文

書

用

方
二
〇

方
二
〇

宮城県（保健

福 祉 事 務 所

地 域 事 務 所

名 ） 長 之 印

保
健
福
祉

事

務

所

各

地

域

事
務
所
長

保
健
福
祉

事

務

所

各
支
所
長

保
健
福
祉

事

務

所

各

地

域

事
務
所
長

」

宮城県（保健

福 祉 事 務 所

名 ） 長 之 印

支 所 名

「

一

般

文

書

用

一

般

文

書

用

方
二
〇

方
二
〇

宮 城 県 石 巻

地 域 子 ど も

センター所長之印

気 仙 沼 支 所

石
巻
地
域

子
ど
も
セ

ン
タ
ー
気

仙
沼
支
所

長　仙
台
地
方

振
興
事
務
所

水
産
漁
港

部

長

気
仙
沼
地
方

振
興
事
務
所

水
産
漁
港

部

長

」

宮城県（地方

振興事務所名

） 長 之 印

水産漁港部用



  

に
、　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

 

を　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

に
、　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 

号外第９号　平成20年３月31日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （34）

「

一

般

文

書

用

一

般

文

書

用

一

般

文

書

用

方
二
〇

方
二
〇

方
二
〇

宮 城 県 東 部

児 童 相 談 所

長 之 印

気 仙 沼 支 所

宮城県（地方

振 興 事 務 所

名 ） 長 之 印

（地域事務所名）用

東
部
児
童

相

談

所

気

仙

沼

支

所

長

仙
台
地
方

振
興
事
務
所

水
産
漁
港

部

長

気
仙
沼
地
方

振
興
事
務
所

水
産
漁
港

部

長

地
方
振
興

事

務

所

各
地
域
事

務

所

長

」

宮城県（地方

振興事務所名

） 長 之 印

水産漁港部用

「

一

般

文

書

用

方
二
〇

宮城県農業実

践大学校長印

畜 産 学 部 用

農
業
実
践

大
学
校
畜

産
学
部
長

」

「

一

般

文

書

用

一

般

文

書

用

一

般

文

書

用

一

般

文

書

用

方
二
〇

方
二
〇

方
二
〇

方
二
〇

宮城県農業実

践大学校長印

宮 城 県 水 産

技 術 総 合 セ

ンター所長之印

宮城県（土木

事務所名）長

之 印

宮 城 県 仙 台

塩 釜 港 湾 事

務 所 長 之 印

畜 産 学 部 用（水産試験場名）用（地域事務所名）用塩 釜 支 所 用

農
業
実
践

大
学
校
畜

産
学
部
長

水
産
技
術

総
合
セ
ン

タ
ー
各
水

産
試
験
場

長　土
木
事
務

所
各
地
域

事
務
所
長

仙
台
塩
釜

港
湾
事
務

所
塩
釜
支

所

長

」



 

を　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

に
、　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

を　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 

  

に
改
め
る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

附　

則

　
　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
八
号

　

文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

文
書
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「（
所
に
あ
つ
て
は
所
長
名
）」
を
「
又
は
所
長
名
（
所
長
に
知
事
の
権
限
が
委
任
さ
れ
て
い

る
事
務
に
係
る
文
書
に
限
る
。）」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
か
か
わ
ら
ず
」
の
下
に
「
、
施
行
す
る
文
書
の
軽
重
に

よ
り
」
を
加
え
、「
、
施
行
す
る
文
書
の
軽
重
に
よ
り
、」
を
削
り
、「
名
で
」
の
下
に
「
、
所
に
あ
つ
て
は
地
域
事
務

所
長
の
名
で
」
を
加
え
る
。

　

第
三
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
所
長
名
」
の
下
に
「
又
は
地
域
事
務
所
長
名
」
を
加
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
保
福
第　
　
　
　

号　
　
　
　

保
健
福
祉
総
務
課

　

別
表
第
一
第
二
号�
中 

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

地
福
第　
　
　
　

号　
　
　
　

地
域
福
祉
課　
　

」

「
保
福
第　
　
　
　

号　
　
　
　

保
健
福
祉
総
務
課
」
に
、「
設
備
室
」
を
「
設
備
課
」
に
、

「
大
崎
保
福
第　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
大
崎
保
健
福
祉
事
務
所

　

栗
保
福
第　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
栗
原
保
健
福
祉
事
務
所

 

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

登
保
福
第　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
登
米
保
健
福
祉
事
務
所

　

石
保
福
第　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
石
巻
保
健
福
祉
事
務
所
」

「
北
保
福
第　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
北
部
保
健
福
祉
事
務
所

　

北
保
福
栗
第　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
北
部
保
健
福
祉
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所

 

に
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

東
保
福
第　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
東
部
保
健
福
祉
事
務
所

　

東
保
福
登
第　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
東
部
保
健
福
祉
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
」

「
中
子
第　
　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
中
央
地
域
子
ど
も
セ
ン
タ
ー

　

大
子
第　
　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
大
崎
地
域
子
ど
も
セ
ン
タ
ー

 

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

石
子
第　
　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
石
巻
地
域
子
ど
も
セ
ン
タ
ー

　

石
子
気
第　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
石
巻
地
域
子
ど
も
セ
ン
タ
ー
気
仙
沼
支
所
」

「
中
児
第　
　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
中
央
児
童
相
談
所
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「

卒
業
証
書
・

学

位

記

用

地

方

振

興

事
務
所
ダ
ム

管
理
事
務
用

方
三
〇

方
二
〇

宮　　　　　城

大　　　　　学

長　　　　　印

宮 城 県 栗 原

地 方 振 興 事

務 所 長 之 印

栗駒ダム管理

事 務 所 用

宮

城

大

学

長

栗
原
地
方

振
興
事
務

所
栗
駒
ダ

ム
管
理
事

務

所

長

」

「

卒
業
証
書
・

学

位

記

用

方
三
〇

宮　　　　　城

大　　　　　学

長　　　　　印

宮

城

大

学

長

」

「

家
畜
伝
染
病

予
防
法
に
よ

る
証
明
用
（
栗

原

地

方

振

興
事
務
所
及

び
石
巻
地
方

振
興
事
務
所

用

）　

　

方
一
五

宮 城 県

（地方機関名）

長　（之）　 印

（地方振興事務

所 名 ） 用

各

家

畜

保
健
衛
生

所

長

」

「

家
畜
伝
染
病

予
防
法
に
よ

る

証

明

用

（
東
部
地
方

振
興
事
務
所

及
び
北
部
地

方
振
興
事
務

所
栗
原
地
域

事
務
所
用
）

方
一
五

宮 城 県

（地方機関名）

長　（之）　 印

（地方振興事務所名及び地方

振興事務所地域事務所名）用

各

家

畜

保
健
衛
生

所

長

」



　

北
児
第　
　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
北
部
児
童
相
談
所

 

に
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

東
児
第　
　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
東
部
児
童
相
談
所

　

東
児
気
第　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
東
部
児
童
相
談
所
気
仙
沼
支
所
」

「
拓
医
セ
第　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
拓
桃
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー

 

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

宮
札
第　
　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
札
幌
事
務
所　
　
　
　
　

」

「
拓
医
セ
第　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
拓
桃
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
」
に
、

「
大
崎
振
第　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
大
崎
地
方
振
興
事
務
所

　

栗
振
第　
　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
栗
原
地
方
振
興
事
務
所

　

栗
振
栗
第　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
栗
原
地
方
振
興
事
務
所
栗
駒
ダ
ム
管
理
事
務
所　

を

　

登
振
第　
　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
登
米
地
方
振
興
事
務
所

　

石
振
第　
　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
石
巻
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「
北
振
第　
　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所

　

北
振
栗
第　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所

 

に
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

東
振
第　
　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
東
部
地
方
振
興
事
務
所

　

東
振
登
第　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
東
部
地
方
振
興
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
」

「
大
崎
家
保
第　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
大
崎
家
畜
保
健
衛
生
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

登
家
保
第　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
登
米
家
畜
保
健
衛
生
所
」

「
北
家
保
第　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
北
部
家
畜
保
健
衛
生
所

 

に
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

東
家
保
第　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
東
部
家
畜
保
健
衛
生
所
」

「
林
試
第　
　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
林
業
試
験
場

　

水
セ
第　
　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
水
産
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー

　

気
水
試
第　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
気
仙
沼
水
産
試
験
場

　

内
水
試
第　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
内
水
面
水
産
試
験
場　
　
　

を

　

魚
病
セ
第　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
魚
病
指
導
総
合
セ
ン
タ
ー

　

水
加
第　
　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
水
産
加
工
研
究
所

　

栽
漁
第　
　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
栽
培
漁
業
セ
ン
タ
ー　
　

」

「
林
技
セ
第　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
林
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー

　

水
技
セ
第　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
水
産
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー

　

水
技
気
第　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
水
産
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
気
仙
沼
水
産
試
験
場　

に
、

　

水
技
内
第　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
水
産
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
内
水
面
水
産
試
験
場

　

魚
病
セ
第　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
魚
病
指
導
総
合
セ
ン
タ
ー　
　
　
　
　
　
　
　

」

「
仙
東
土
第　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
仙
台
東
土
木
事
務
所

　

大
崎
土
第　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
大
崎
土
木
事
務
所

　

栗
土
第　
　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
栗
原
土
木
事
務
所

　

登
土
第　
　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
登
米
土
木
事
務
所

 

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

石
土
第　
　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
石
巻
土
木
事
務
所

　

気
土
第　
　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
気
仙
沼
土
木
事
務
所

　

仙
港
第　
　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
仙
台
港
湾
事
務
所

　

塩
港
第　
　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
塩
釜
港
湾
事
務
所　

」

「
北
土
第　
　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
北
部
土
木
事
務
所

　

北
土
栗
第　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
北
部
土
木
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所

　

東
土
第　
　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
東
部
土
木
事
務
所

　

東
土
登
第　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
東
部
土
木
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所　

に
改
め
る
。

　

気
土
第　
　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
気
仙
沼
土
木
事
務
所

　

仙
塩
港
第　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
仙
台
塩
釜
港
湾
事
務
所

　

仙
塩
港
塩
第　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
仙
台
塩
釜
港
湾
事
務
所
塩
釜
支
所　

」

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
五
十
六
号

　

県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
及
び
県
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
設
置
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
及
び
県
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
設
置
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
及
び
県
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
設
置
要
綱
（
平
成
十
五
年
宮
城
県
告
示
第
三
百
十
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
二
項
の
表
大
崎
地
方
県
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
の
項
中
「
大
崎
地
方
振
興
事
務
所
」
を
「
北
部
地
方
振
興
事
務

所
」
に
改
め
、
同
表
栗
原
地
方
県
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
の
項
中
「
栗
原
地
方
振
興
事
務
所
」
を
「
北
部
地
方
振
興
事
務
所

栗
原
地
域
事
務
所
」
に
改
め
、
同
表
登
米
地
方
県
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
の
項
中
「
登
米
地
方
振
興
事
務
所
」
を
「
東
部
地

方
振
興
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
」
に
改
め
、
同
表
石
巻
地
方
県
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
の
項
中
「
石
巻
地
方
振
興
事
務
所
」

を
「
東
部
地
方
振
興
事
務
所
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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